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第５８号議案 

 

     八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

     運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定につい 

     て 

 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２５年八王子市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれか

の施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の

職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれか

の施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の

職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知

症対応型共同生活介護事業所をいう。第

４７条第４項第５号、第６４条第１項、

第６５条第１項、第８２条第６項、第８ 

３条第３項及び第８４条において同じ。） 

 ⑸ 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知

症対応型共同生活介護事業所をいう。第

４７条第４項第５号、第６４条第１項、

第６５条、第８２条第６項、第８３条第

３項及び第８４条において同じ。） 
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 ⑹～⑽ （略）  ⑹～⑽ （略） 

  ⑾ 健康保険法等の一部を改正する法律 

（平成１８年法律第８３号）附則第１３ 

０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第２６条の

規定による改正前の介護保険法第４８条

第１項第３号に規定する指定介護療養型

医療施設（以下「指定介護療養型医療施

設」という。） 

 ⑾ （略）  ⑿ （略） 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、 

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪

問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問 

介護事業所の職務に従事することができる。 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、 

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

サービス又は同一施設内にある指定訪問介

護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護

事業所の職務に従事することができる。 

７～１２ （略） ７～１２ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第

３１条に規定する運営規程の概要、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければ

ならない。 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、第

３１条に規定する運営規程の概要、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を文書により

得なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、第５項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、第５項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者又はその家族の

承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項
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を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定定 

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、 

当該文書を交付したものとみなす。 

を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定定 

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、 

当該文書を交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第２

０３条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （サービスの提供の記録）  （サービスの提供の記録） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供した際には、提供した具体 

的なサービスの内容等を記録するとともに、 

利用者からの申出があった場合には、文書

の交付その他適切な方法により、その情報 

を利用者に対して提供しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供した際には、提供した具体 

的なサービスの内容等を記録するとともに、 

利用者からの申出があった場合には、当該 

記録の写しの交付その他適切な方法により、 

その情報を利用者に対して提供しなければ

ならない。 

  

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針） 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針） 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

 ⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

 

 ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑽ （略）  ⑻ （略） 

 ⑾ （略）  ⑼ （略） 
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 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者の資質の向上のために、外部の 

研修実施機関が行う研修（以下「外部研 

修」という。）その他の適切な研修の機会

を確保しなければならない。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項（以下この条において単に

「重要事項」という。）を掲示しなければ

ならない。 

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め 

られる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、重要事項を記載した書面を当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、前項

の規定による掲示に代えることができる。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、原則として、重要事項をウェブ

サイトに掲載しなければならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第４２条 （略） 第４２条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者

の契約終了の日から２年間保存しなければ

ならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者

の契約終了の日から２年間保存しなければ

ならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第２０条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第２０条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶・⑷ （略）  ⑶・⑷ （略） 

 ⑸ 第２４条第９号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

 ⑹ 第２８条の規定による市への通知に係  ⑸ 第２８条に規定する市への通知に係る
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る記録 記録 

 ⑺ 第３８条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑹ 第３８条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑻ 第４０条第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑺ 第４０条第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

  

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ オペレーターは専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対

応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務又は利用者以外の者からの通報 

を受け付ける業務に従事することができる。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型

訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一

敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の職務又は利用者以外の者からの通報を受

け付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷

地内に次に掲げるいずれかの施設等がある

場合において、当該施設等の入所者等の処

遇に支障がない場合は、前項本文の規定に

かかわらず、当該施設等の職員をオペレー

ターとして充てることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷

地内に次に掲げるいずれかの施設等がある

場合において、当該施設等の入所者等の処

遇に支障がない場合は、前項本文の規定に

かかわらず、当該施設等の職員をオペレー

ターとして充てることができる。 

 ⑴～⑽ （略）  ⑴～⑽ （略） 

  ⑾ 指定介護療養型医療施設 

 ⑾ （略）  ⑿ （略） 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、 

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対

応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又

は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若

しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護 

看護事業所の職務に従事することができる。 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、 

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型

訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同

一敷地内にある指定訪問介護事業所若しく

は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利

用者に対するオペレーションセンターサー

ビスの提供に支障がない場合は、第３項本

文及び前項本文の規定にかかわらず、オペ

レーターは、随時訪問サービスに従事する

ことができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者

に対するオペレーションセンターサービス

の提供に支障がない場合は、第３項本文及

び前項本文の規定にかかわらず、オペレー

ターは、随時訪問サービスに従事すること

ができる。 

７ （略） ７ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、 

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定夜間対応型 

訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、 

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、 

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定夜間対応型 

訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、 

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の
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職務又は他の事業所、施設等（当該指定夜

間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を

併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設

等と一体的に運営している場合に限る。）

の職務に従事することができるものとし、

日中のオペレーションセンターサービスを

実施する場合であって、指定訪問介護事業

者（指定居宅サービス等基準条例第５条第 

１項に規定する指定訪問介護事業者をい 

う。）の指定を併せて受けて、一体的に運

営するときは、指定訪問介護事業所の職務

に従事することができるものとする。 

職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等

（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一

敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運

営している場合に限る。）の職務に従事す

ることができるものとし、日中のオペレー

ションセンターサービスを実施する場合で

あって、指定訪問介護事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第５条第１項に規定する

指定訪問介護事業者をいう。）の指定を併

せて受けて、一体的に運営するときは、指

定訪問介護事業所の職務に従事することが

できるものとする。 

  

 （指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

 （指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

 

 ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

 ⑻ （略）  ⑹ （略） 

 ⑼ （略）  ⑺ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問

介護員等の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問

介護員等の資質の向上のために、外部研修

その他の適切な研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用

者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、

当該利用者の契約終了の日から２年間保存

しなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用

者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、

当該利用者の契約終了の日から２年間保存

しなければならない。 
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 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第５１条第６号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

 ⑷ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑶ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第４０条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑸ 次条において準用する第４０条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

  

 （管理者）  （管理者） 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業

者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域

密着型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第５９条の４ 指定地域密着型通所介護事業

者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域

密着型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

  

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針） 

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方

針） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方 

針は、次に掲げるところによるものとする。 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方 

針は、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

 

 ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

 ⑻ （略）  ⑹ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ （略） 第５９条の１３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域

密着型通所介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければなら

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域

密着型通所介護従業者の資質の向上のため

に、外部研修その他の適切な研修の機会を
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ない。その際、当該指定地域密着型通所介

護事業者は、全ての地域密着型通所介護従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

確保しなければならない。その際、当該指

定地域密着型通所介護事業者は、全ての地

域密着型通所介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資 

格を有する者その他これに類する者を除 

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第５９条の１５ 指定地域密着型通所介護事

業者は、非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行わなければ

ならない。 

第５９条の１５ 指定地域密着型通所介護事

業者は、非常災害に関する具体的な計画を

策定し、並びに非常災害時の関係機関への

通報及び連携の体制並びに地域との連携の

体制を整備し、これらを定期的に従業者に

周知するとともに、避難訓練、救出訓練そ

の他必要な訓練を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第５９条の１９ （略） 第５９条の１９ （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、

当該利用者の契約終了の日から２年間保存

しなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、

当該利用者の契約終了の日から２年間保存

しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第５９条の９第６号の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

 

 ⑷ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑶ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 前条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記

録 

 ⑸ 前条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま 

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、 

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３

４条から第３８条まで、第４０条の２、第

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま 

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、 

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３

４条から第３８条まで、第４０条の２、第
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４１条、第５３条、第５９条の２、第５９

条の４及び第５９条の５第４項並びに前節

（第５９条の２０を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項

中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「運営規程（第５９条の１２に規定す

る運営規程をいう。第３４条第１項におい

て同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護の提供に当たる従業者 

（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」 

という。）」と、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の５第

４項中「前項ただし書の場合（指定地域密

着型通所介護事業者が第１項の設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介 

護以外のサービスを提供する場合に限 

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護事業者が共生型地域密着型通所介護

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共

生型地域密着型通所介護以外のサービスを

提供する場合」と、第５９条の９第４号、

第５９条の１０第５項、第５９条の１３第

３項及び第４項並びに第５９条の１６第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第５９条の１９第２

項第２号中「次条において準用する第２０

条第２項」とあるのは「第２０条第２項」

と、同項第４号中「次条において準用する

第２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第５号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」

と読み替えるものとする。 

４１条、第５３条、第５９条の２、第５９

条の４及び第５９条の５第４項並びに前節

（第５９条の２０を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項

中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「運営規程（第５９条の１２に規定す

る運営規程をいう。第３４条第１項におい

て同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護の提供に当たる従業者 

（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」 

という。）」と、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の５第

４項中「前項ただし書の場合（指定地域密

着型通所介護事業者が第１項の設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介 

護以外のサービスを提供する場合に限 

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護事業者が共生型地域密着型通所介護

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共

生型地域密着型通所介護以外のサービスを

提供する場合」と、第５９条の９第４号、

第５９条の１０第５項、第５９条の１３第

３項及び第４項並びに第５９条の１６第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第５９条の１９第２

項第２号中「次条において準用する第２０

条第２項」とあるのは「第２０条第２項」

と、同項第３号中「次条において準用する

第２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第４号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」

と読み替えるものとする。 

  

 （管理者）  （管理者） 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、 

指定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定療養通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定療

養通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

第５９条の２４ 指定療養通所介護事業者は、 

指定療養通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定療養通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定療

養通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

－11－



 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、 

指定療養通所介護の提供の開始に際し、あ 

らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、 

第５９条の３４に規定する重要事項に関す

る規程の概要、療養通所介護従業者の勤務

の体制、第５９条の３２第１項に規定する

利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主

治の医師及び第５９条の３５第１項に規定

する緊急時対応医療機関との連絡体制並び

にその他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、 

指定療養通所介護の提供の開始に際し、あ 

らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、 

第５９条の３４に規定する重要事項に関す

る規程の概要、療養通所介護従業者の勤務

の体制、第５９条の３２第１項に規定する

利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主

治の医師及び第５９条の３５第１項に規定

する緊急時対応医療機関との連絡体制並び

にその他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を文書により得な

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針）  （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、 

次に掲げるところによるものとする。 

第５９条の３０ 指定療養通所介護の方針は、 

次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 指定療養通所介護の提供に当たって 

は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

 

 ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑸ （略）  ⑶ （略） 

 ⑹ （略）  ⑷ （略） 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第５９条の３７ （略） 第５９条の３７ （略） 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対

する指定療養通所介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、当該利用者の

契約終了の日から２年間保存しなければな

らない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対

する指定療養通所介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、当該利用者の

契約終了の日から２年間保存しなければな

らない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑶ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑷ 第５９条の３０第４号の規定による身

体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

 

 ⑸ 次条において準用する第２８条の規定  ⑷ 次条において準用する第２８条に規定
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による市への通知に係る記録 する市への通知に係る記録 

 ⑹ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第５９条の１８

第２項の規定による事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第５９条の１８

第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業者は、単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業者は、単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、次の各号のいずれにも該当する者でな

ければならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、次の各号のいずれにも該当する者でな

ければならない。 

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。）、指定地域密着型サービス、

指定居宅介護支援（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをい

う。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第５４条の２第１項に

規定する指定地域密着型介護予防サービ

スをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又

は介護保険施設（法第８条第２５項に規 

定する介護保険施設をいう。以下同じ。） 

若しくは健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）第２６

条の規定による改正前の法第４８条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設の運営（第８２条第７項、第１１０

条第９項及び第１９１条第８項において

「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者 

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。）、指定地域密着型サービス、

指定居宅介護支援（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスをい

う。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第５４条の２第１項に

規定する指定地域密着型介護予防サービ

スをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又

は介護保険施設（法第８条第２５項に規 

定する介護保険施設をいう。以下同じ。） 

若しくは指定介護療養型医療施設の運営

（第８２条第７項、第１１０条第９項及

び第１９１条第８項において「指定居宅

サービス事業等」という。）について３

年以上の経験を有する者 
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 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。な

お、共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職

務に従事することとしても差し支えない。 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。なお、共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定認知症対応型通所介

護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一

敷地内にある他の本体事業所等の職務に従

事することとしても差し支えない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱

方針） 

 （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱

方針） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第７０条 指定認知症対応型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 指定認知症対応型通所介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

 

 ⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

 ⑻ （略）  ⑹ （略） 

  

 （認知症対応型通所介護計画の作成）  （認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知症対応型通所

介護事業所をいう。以下同じ。）の管理者

（第６２条又は第６６条の管理者をいう。

以下この条において同じ。）は、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した認知症対応型通所介護計画

を作成しなければならない。 

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所

（単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知症対応型通所

介護事業所をいう。以下同じ。）の管理者

（第６２条又は第６６条の管理者をいう。

以下この条及び次条において同じ。）は、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれ 

ている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、 

当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した認知症対応型通所介

護計画を作成しなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

－14－



  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第７９条 （略） 第７９条 （略） 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型通所介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、当該利用者の契約終了の日から２年間

保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型通所介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、当該利用者の契約終了の日から２年間

保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第７０条第６号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

 ⑷ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑶ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第５９条の１８

第２項の規定による事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録 

 ⑸ 次条において準用する第５９条の１８

第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第８２条 （略） 第８２条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、

同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居

宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、

同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居

宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

 当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設又

は介護医療院 

介護職員   当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設、 

指定介護療養

型 医 療 施 設 

（医療法（昭 

介護職員  
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       和２３年法律

第２０５号）

第７条第２項

第４号に規定

する療養病床

を有する診療

所であるもの

に限る。）又

は介護医療院 

  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に

併設する前条第６項の表の当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されている場合の項

の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内

の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応

型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又 

は指定訪問看護事業者の指定を併せて受 

け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る職務を含む。）若しく

は法第１１５条の４５第１項に規定する介

護予防・日常生活支援総合事業（同項第１

号ニに規定する第一号介護予防支援事業を

除く。）に従事することができるものとす

る。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、 

老人デイサービスセンター（老人福祉法第

２０条の２の２に規定する老人デイサービ

スセンターをいう。以下同じ。）、介護老

人保健施設、介護医療院、指定小規模多機

能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共

同生活介護事業所、指定複合型サービス事

業所（第１９３条に規定する指定複合型サ 

ービス事業所をいう。次条において同じ。） 

等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士

又は介護保険法施行令第３条第１項に規定

する者をいう。次条、第１１１条第３項、

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、 

老人デイサービスセンター（老人福祉法第

２０条の２の２に規定する老人デイサービ

スセンターをいう。以下同じ。）、介護老

人保健施設、介護医療院、指定小規模多機

能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共

同生活介護事業所、指定複合型サービス事

業所（第１９３条に規定する指定複合型サ 

ービス事業所をいう。次条において同じ。） 

等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士

又は介護保険法施行令第３条第１項に規定

する者をいう。次条、第１１１条第３項、 
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第１１２条、第１９２条第３項及び第１９

３条において同じ。）として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する

者であって、指定地域密着型サービス基準

第６４条第３項に規定する厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

第１１２条及び第１９３条において同じ。） 

として３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス基準第６４条第３項に規定

する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

  

 （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針） 

 （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針） 

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方 

針は、次に掲げるところによるものとする。 

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の方 

針は、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

 ⑸ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、 

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）を行ってはなら

ない。 

 ⑹ （略）  ⑹ （略） 

 ⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者 

は、身体的拘束等の適正化を図るため、 

次に掲げる措置を講じなければならな 

い。 

 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 

  ウ 介護職員その他の従業者に対し、身

体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第１０２条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行わなければ

ならない。 

第１０２条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、非常災害に関する具体的な計画を

策定し、並びに非常災害時の関係機関への

通報及び連携の体制並びに地域との連携の

体制を整備し、これらを定期的に従業者に

周知するとともに、避難訓練、救出訓練そ

の他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

前項に規定する訓練の実施に当たって、地
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域住民の参加が得られるよう連携に努めな

ければならない。 

  

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所における業務の効率化、介護サ

ービスの質の向上その他の生産性の向上に

資する取組の促進を図るため、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期

的に開催しなければならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１０７条 （略） 第１０７条 （略） 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定小規模多機能型居宅介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、当該利用者の契約終了の日から２

年間保存しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定小規模多機能型居宅介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、当該利用者の契約終了の日から２

年間保存しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑶ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑷ 第９２条第６号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 第９２条第６号に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 ⑸ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑹ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第４０条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第４０条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑻ （略）  ⑻ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、共同生活住居の管理上

支障がない場合は、当該共同生活住居の他

の職務に従事し、又は他の事業所、施設等 

の職務に従事することができるものとする。 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、共同生活住居の管理上

支障がない場合は、当該共同生活住居の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等若しくは併設する指定小
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規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時

に介護保険施設、指定居宅サービス、指定

地域密着型サービス（サテライト型指定認

知症対応型共同生活介護事業所の場合は、

本体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。）、指定介護予防サー

ビス若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所又

は社会福祉施設を管理する者であってはな

らない。ただし、当該共同生活住居の管理

上支障がない場合は、この限りでない。 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時

に介護保険施設、指定居宅サービス、指定

地域密着型サービス（サテライト型指定認

知症対応型共同生活介護事業所の場合は、

本体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。）、指定介護予防サー

ビス若しくは指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所又

は社会福祉施設を管理する者であってはな

らない。ただし、これらの事業所、施設等

が同一敷地内にあること等により当該共同

生活住居の管理上支障がない場合は、この

限りでない。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１２３条 （略） 第１２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 

介護従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。その

際、当該指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、全ての介護従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 

介護従業者の資質の向上のために、外部研

修その他の適切な研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業者は、全ての介護従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１２５条 （略） 第１２５条 （略） 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

は、前項の規定に基づき協力医療機関を定

めるに当たっては、次に掲げる要件を満た

す協力医療機関を定めるように努めなけれ

ばならない。 

 

 ⑴ 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事

業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保してい

ること。 
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３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、利用者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を、当該指定認知症対応型共同生活介護

事業者に係る指定を行った市町村長に届け

出なければならない。 

 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１

１４号）第６条第１７項に規定する第二種

協定指定医療機関（以下「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染

症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定

感染症又は同条第９項に規定する新感染症

をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を

取り決めるように努めなければならない。 

 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

は、協力医療機関が第二種協定指定医療機

関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければな

らない。 

 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者 

は、利用者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該利用者の病状が軽 

快し、退院が可能となった場合において 

は、再び当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所に速やかに入居させることができ

るように努めなければならない。 

 

７ （略） ２ （略） 

８ （略） ３ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１２７条 （略） 第１２７条 （略） 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 

利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、当該利用者の退所の日から２年

間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 

利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、当該利用者の退所の日から２年

間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１１５条第２項の規定による提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第１１５条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第１１７条第６項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 ⑶ 第１１７条第６項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 
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 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第４０条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第４０条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑺ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３６条まで、第３８

条、第４０条から第４１条まで、第５９条

の１１、第５９条の１６、第５９条の１７

第１項から第４項まで、第９２条の２、第

９９条、第１０２条、第１０４条及び第１

０６条の２の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条

に規定する運営規程」とあるのは「第１２ 

２条に規定する重要事項に関する規程」と、 

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１

項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第５９ 

条の１１第２項中「この節」とあるのは 

「第６章第４節」と、第５９条の１６第２

項第１号及び第３号中「地域密着型通所介

護従事者」とあるのは「介護従業者」と、

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型共同生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、第９２条の２第１項中「前条第１ 

項第５号」とあるのは「第１１７条第５項」 

と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

１０２条中「指定小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定認知症対応型共

同生活介護事業者」と読み替えるものとす

る。 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３６条まで、第３８

条、第４０条から第４１条まで、第５９条

の１１、第５９条の１６、第５９条の１７

第１項から４項まで、第９２条の２、第９ 

９条、第１０２条及び第１０４条の規定は、 

指定認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規程」

とあるのは「第１２２条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第３２条の２

第２項、第３４条第１項並びに第４０条の

２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介 

護従業者」と、第５９条の１１第２項中 

「この節」とあるのは「第６章第４節」と、 

第５９条の１６第２項第１号及び第３号中

「地域密着型通所介護従事者」とあるのは

「介護従業者」と、第５９条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、第９２条の２

第１項中「前条第１項第５号」とあるのは

「第１１７条第５項」と、第９９条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第１０２条中「指定小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１３０条 （略） 第１３０条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに

前項の規定にかかわらず、サテライト型特

定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は

計画作成担当者については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める職員により当該

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに

前項の規定にかかわらず、サテライト型特

定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は

計画作成担当者については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める職員により当該
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サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

 ⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は介護支援専門員 

 ⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は介護支援専門員 

   ⑵ 病院 介護支援専門員（指定介護療養

型医療施設の場合に限る。） 

 ⑵ （略）  ⑶ （略） 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する

場合における第１項第２号アの規定の適用 

については、当該規定中「１」とあるの 

は、「０．９」とする。 

 

 ⑴ 第１４９条において準用する第１０６

条の２に規定する委員会において、利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検

討を行い、及び当該事項の実施を定期的

に確認していること。 

 

  ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

  イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽

減及び勤務状況への配慮 

 

  ウ 緊急時の体制整備  

  エ 業務の効率化、介護サービスの質の 

向上等に資する機器（次号において 

「介護機器」という。）の定期的な点

検 

 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する

研修 

 

 ⑵ 介護機器を複数種類活用しているこ 

と。 

 

 ⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減を図るため、

地域密着型特定施設従業者間の適切な役

割分担を行っていること。 

 

 ⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減を図る取組に

よる介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減が行われていると認められるこ

と。 

 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者

生活介護事業者は、指定地域密着型特定施

設ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域 

密着型特定施設の管理上支障がない場合は、 

当該指定地域密着型特定施設における他の

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者

生活介護事業者は、指定地域密着型特定施

設ごとに専らその職務に従事する管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域 

密着型特定施設の管理上支障がない場合は、 

当該指定地域密着型特定施設における他の
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職務に従事し、又は他の事業所、施設等、

本体施設の職務（本体施設が病院又は診療 

所の場合は、管理者としての職務を除く。） 

若しくは併設する指定小規模多機能型居宅

介護事業所又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の職務に従事することができ

るものとする。 

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等、本体施設の職務（本体施

設が病院又は診療所の場合は、管理者とし

ての職務を除く。）若しくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１４６条 （略） 第１４６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、地域密着型特定施設従業者の資

質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該指定地 

域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、 

全ての地域密着型特定施設従業者（看護師、 

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、地域密着型特定施設従業者の資

質の向上のために、外部研修その他の適切

な研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定地域密着型特定施設入居

者生活介護事業者は、全ての地域密着型特

定施設従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する 

者その他これに類する者を除く。）に対し、 

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１４７条 （略） 第１４７条 （略） 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件

を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。 

 

 ⑴ 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生

活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確

保していること。 

 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等

の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定地域密着型特定施設

入居者生活介護事業者に係る指定を行った

市町村長に届け出なければならない。 

 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決
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めるように努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。 

 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定地域密着型特定施設

に速やかに入居させることができるように

努めなければならない。 

 

７ （略） ２ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１４８条 （略） 第１４８条 （略） 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者に対する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者

の退所の日から２年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者に対する指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該利用者

の退所の日から２年間保存しなければなら

ない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１３６条第２項の規定による提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第１３６条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第１３８条第５項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 ⑶ 第１３８条第５項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 第１４６条第３項の規定による結果等

の記録 

 ⑷ 第１４６条第３項に規定する結果等の

記録 

 ⑸ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑹ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第４０条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第４０条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑻ （略）  ⑻ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、 

第２８条、第３２条の２、第３４条から第

３８条まで、第４０条から第４１条まで、

第５９条の１１、第５９条の１５、第５９

条の１６、第５９条の１７第１項から第４

項まで、第９２条の２、第９９条及び第１

０６条の２の規定は、指定地域密着型特定

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、 

第２８条、第３２条の２、第３４条から第

３８条まで、第４０条から第４１条まで、

第５９条の１１、第５９条の１５、第５９

条の１６、第５９条の１７第１項から第４

項まで、第９２条の２及び第９９条の規定

は、指定地域密着型特定施設入居者生活介
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施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密

着型特定施設従業者」と、第５９条の１１

第２項中「この節」とあるのは「第７章第

４節」と、５９条の１６第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」と 

あるのは「地域密着型特定施設従業者」と、 

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型特定施設入居者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とある 

のは「２月」と、第９２条の２第１項中 

「前条第１項第５号」とあるのは「第１３

８条第４項」と読み替えるものとする。 

護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３２条の２第２項、第３４条第１

項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業 

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業 

者」と、第５９条の１１第２項中「この節」 

とあるのは「第７章第４節」と、５９条の

１６第２項第１号及び第３号中「地域密着

型通所介護従業者」とあるのは「地域密着

型特定施設従業者」と、第５９条の１７第

１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「地域密着型特定

施設入居者生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、 

第９２条の２第１項中「前条第１項第５号」 

とあるのは「第１３８条第４項」と読み替

えるものとする。 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施

設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養

士、機能訓練指導員又は介護支援専門員に 

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができ

る。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施

設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養

士、機能訓練指導員又は介護支援専門員に 

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができ

る。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数

１００以上の病院の場合に限る。） 

 ⑶ 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病

床数１００以上の病院の場合に限る。）

又は介護支援専門員（指定介護療養型医

療施設の場合に限る。） 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

９～１７ （略） ９～１７ （略） 

  

 （設備）  （設備） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施

設の設備の基準は、次のとおりとする。 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施

設の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 医務室  ⑹ 医務室 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５第２項に規定する診療所とす

ることとし、入所者を診療するために必

要な医薬品及び医療機器を備えるほか、 

必要に応じて臨床検査設備を設けること。 

ただし、本体施設が指定介護老人福祉施

医療法第１条の５第２項に規定する診

療所とすることとし、入所者を診療する

ために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか、必要に応じて臨床検査設備を設

けること。ただし、本体施設が指定介護

老人福祉施設又は指定地域密着型介護老
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設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

であるサテライト型居住施設については

医務室を必要とせず、入所者を診療する

ために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか、必要に応じて臨床検査設備を設

けることで足りるものとする。 

人福祉施設であるサテライト型居住施設

については医務室を必要とせず、入所者

を診療するために必要な医薬品及び医療

機器を備えるほか、必要に応じて臨床検 

査設備を設けることで足りるものとする。 

 ⑺～⑼ （略）  ⑺～⑼ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 （緊急時等の対応）  （緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合のため、あらかじめ、第１

５１条第１項第１号に掲げる医師及び協力

医療機関の協力を得て、当該医師及び当該

協力医療機関との連携方法その他の緊急時

等における対応方法を定めておかなければ

ならない。 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供を行っている

ときに入所者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合のため、あらかじめ、第１

５１条第１項第１号に掲げる医師との連携

方法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前

項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

１年に１回以上、緊急時等における対応方

法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等

における対応方法の変更を行わなければな

らない。 

 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施

設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が

ない場合は、他の事業所、施設等又は本体

施設の職務（本体施設が病院又は診療所の

場合は、管理者としての職務を除く。）に

従事することができる。 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施

設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が 

ない場合は、同一敷地内にある他の事業所、 

施設等又は本体施設の職務（本体施設が病

院又は診療所の場合は、管理者としての職

務を除く。）に従事することができる。 

  

 （計画担当介護支援専門員の責務）  （計画担当介護支援専門員の責務） 

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第

１５８条に規定する業務のほか、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第

１５８条に規定する業務のほか、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 第１５７条第５項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録を行うこと。 

 ⑸ 第１５７条第５項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録すること。 

 ⑹ 第１７７条において準用する第３８条

第２項の規定による苦情の内容等の記録

を行うこと。 

 ⑹ 第１７７条において準用する第３８条

第２項に規定する苦情の内容等を記録す

ること。 

－26－



 ⑺ 第１７５条第３項の規定による事故の

状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録を行うこと。 

 ⑺ 第１７５条第３項に規定する事故の状

況及び事故に際して採った処置について

記録すること。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１６９条 （略） 第１６９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従

業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。その際、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全

ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従

業者の資質の向上のために、外部研修その

他の適切な研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該指定地域密着型介護

老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力病院等） 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施 

設は、入所者の病状の急変等に備えるため、 

あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満た

す協力医療機関（第３号の要件を満たす協

力医療機関にあっては、病院に限る。）を

定めておかなければならない。ただし、複

数の医療機関を協力医療機関として定める

ことにより当該各号の要件を満たすことと

しても差し支えない。 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入院治療を必要とする入所者のため

に、あらかじめ、協力病院を定めておかな

ければならない。 

 ⑴ 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設

からの診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を、常時確保しているこ

と。 

 

 ⑶ 入所者の病状が急変した場合等におい

て、当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の医師又は協力医療機関その他の医療

機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として

受け入れる体制を確保していること。 

 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１

年に１回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係

る指定を行った市町村長に届け出なければ

ならない。 
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３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。 

 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協

力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の 

対応について協議を行わなければならな 

い。 

 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該入所者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速

やかに入所させることができるように努め

なければならない。 

 

６ （略） ２ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１７６条 （略） 第１７６条 （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該利用者の退 

所の日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入

所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該利用者の退 

所の日から２年間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１５５条第２項の規定による提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第１５５条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第１５７条第５項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 ⑶ 第１５７条第５項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 前条第３項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記

録 

 ⑹ 前条第３項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑺ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条、第３６条、第３８条、第

４０条の２、第４１条、第５９条の１１、

第５９条の１５、第５９条の１７第１項か

ら第４項まで、第９２条の２及び第１０６

条の２の規定は、指定地域密着型介護老人

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条、第３６条、第３８条、第

４０条の２、第４１条、第５９条の１１、

第５９条の１５、第５９条の１７第１項か

ら第４項まで及び第９２条の２の規定は、

指定地域密着型介護老人福祉施設について
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福祉施設について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１６８条に規

定する重要事項に関する規程」と、同項、

第３２条の２第２項、第３４条第１項並び

に第４０条の２第１号及び第３号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「従業者」と、第１３条第１項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し、」とあるのは「入所

の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護

支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、要介護

認定」とあるのは「要介護認定」と、第５

９条の１１第２項中「この節」とあるのは

「第８章第４節」と、第５９条の１７第１

項中「地域密着型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護について知見を 

有する者」と、「６月」とあるのは「２月」 

と、第９２条の２第１項中「前条第１項第

５号」とあるのは「第１５７条第４項」と

読み替えるものとする。 

準用する。この場合において、第９条第１

項中「第３１条に規定する運営規程」とあ

るのは「第１６８条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」 

と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随 

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際 

し、」とあるのは「入所の際に」と、同条

第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であって必要

と認めるときは、要介護認定」とあるのは

「要介護認定」と、第５９条の１１第２項

中「この節」とあるのは「第８章第４節」

と、第５９条の１７第１項中「地域密着型

通所介護について知見を有する者」とある

のは「地域密着型介護老人福祉施設入所者 

生活介護について知見を有する者」と、 

「６月」とあるのは「２月」と、第９２条

の２第１項中「前条第１項第５号」とある

のは「第１５７条第４項」と読み替えるも

のとする。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１８７条 （略） 第１８７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、従業者の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該ユニット型指定地域密着型介 

護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、 

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、従業者の資質の向上のために、外

部研修その他の適切な研修の機会を確保し

なければならない。その際、当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全

ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければな

らない。 

 

６ （略） ５ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条、第３６条、第３８条、第

４０条の２、第４１条、第５９条の１１、

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、

第１３条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条、第３６条、第３８条、第

４０条の２、第４１条、第５９条の１１、
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第５９条の１５、第５９条の１７第１項か

ら第４項まで、第９２条の２、第１０６条

の２、第１５３条から第１５５条まで、第

１５８条、第１６１条、第１６３条から第

１６７条まで及び第１７１条から第１７６

条までの規定は、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。こ

の場合において、第９条第１項中「第３１

条に規定する運営規程」とあるのは「第１

８６条に規定する重要事項に関する規程」

と、同項、第３２条の２第２項、第３４条

第１項並びに第４０条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「従業者」と、第１３

条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、」とある

のは「入居の際に」と、同条第２項中「指

定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるとき 

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」 

と、第５９条の１１第２項中「この節」と

あるのは「第８章第５節」と、第５９条の

１７第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、第９２条の２第１項中「前

条第１項第５号」とあるのは「１８２条第

６項」と、第１６７条中「第１５８条」と

あるのは「第１８９条において準用する第

１５８条」と、同条第５号中「第１５７条

第５項」とあるのは「第１８２条第７項」

と、同条第６号中「第１７７条」とあるの

は「第１８９条」と、同条第７号中「第１

７５条第３項」とあるのは「第１８９条に

おいて準用する第１７５条第３項」と、第

１７６条第２項第２号中「第１５５条第２

項」とあるのは「第１８９条において準用

する第１５５条第２項」と、同項第３号中

「第１５７条第５項」とあるのは「第１８

２条第７項」と、同項第４号及び第５号中

「次条」とあるのは「第１８９条」と、同

項第６号中「前条第３項」とあるのは「第

１８９条において準用する前条第３項」と

読み替えるものとする。 

第５９条の１５、第５９条の１７第１項か

ら第４項まで、第９２条の２、第１５３条

から第１５５条まで、第１５８条、第１６

１条、第１６３条から第１６７条まで及び

第１７１条から第１７６条までの規定は、

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営

規程」とあるのは「第１８６条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２

条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「従業者」と、第１３条第１項中「指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供 

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」 

と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利

用者に対して行われていない等の場合であ

って必要と認めるときは、要介護認定」と

あるのは「要介護認定」と、第５９条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第８章

第５節」と、第５９条の１７第１項中「地 

域密着型通所介護について知見を有する者」 

とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第９

２条の２第１項中「前条第１項第５号」と

あるのは「１８２条第６項」と、第１６７

条中「第１５８条」とあるのは「第１８９

条において準用する第１５８条」と、同条

第５号中「第１５７条第５項」とあるのは 

「第１８２条第７項」と、同条第６号中 

「第１７７条」とあるのは「第１８９条」

と、同条第７号中「第１７５条第３項」と

あるのは「第１８９条において準用する第

１７５条第３項」と、第１７６条第２項第

２号中「第１５５条第２項」とあるのは 

「第１８９条において準用する第１５５条

第２項」と、同項第３号中「第１５７条第 

５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、 

同項第４号及び第５号中「次条」とあるの

は「第１８９条」と、同項第６号中「前条

第３項」とあるのは「第１８９条において

準用する前条第３項」と読み替えるものと

する。 

  

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第１９１条 （略） 第１９１条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 ７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
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に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定め

る人員に関する基準を満たす看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、当該看護

小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各

号に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。 

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定め

る人員に関する基準を満たす看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各

号に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、当該看護

小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各

号に掲げる施設等の職務に従事することが

できる。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

   ⑷ 指定介護療養型医療施設（医療法第７

条第２項第４号に規定する療養病床を有

する診療所であるものに限る。） 

 ⑷ （略）  ⑸ （略） 

８～１４ （略） ８～１４ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等若しくは当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第７項各号に掲げる施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （指定看護小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

第１９７条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

 ⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、

利用者が住み慣れた地域での生活を継続

することができるよう、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合

わせることにより、当該利用者の居宅に

おいて、又はサービスの拠点に通わせ、

若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の

世話及び機能訓練並びに療養上の世話又

は必要な診療の補助を妥当適切に行うも

のとする。 

 ⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、

利用者が住み慣れた地域での生活を継続

することができるよう、利用者の病状、

心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合

わせることにより、療養上の管理の下で

妥当適切に行うものとする。 

 ⑵～⑹ （略）  ⑵～⑹ （略） 

 ⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業  
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者は、身体的拘束等の適正化を図るた 

め、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、看護小規模

多機能型居宅介護従業者に周知徹底を

図ること。 

 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 

  ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者

に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

 ⑽ （略）  ⑼ （略） 

 ⑾ （略）  ⑽ （略） 

 ⑿ （略）  ⑾ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第２０１条 （略） 第２０１条 （略） 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、当該利用者の契約終了の

日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、当該利用者の契約終了の

日から２年間保存しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第１９７条第６号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 ⑶ 第１９７条第６号に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷・⑸ （略）  ⑷・⑸ （略） 

 ⑹ 次条において準用する第２０条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第２０条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第２８条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑺ 次条において準用する第２８条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑻ 次条において準用する第３８条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑻ 次条において準用する第３８条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑼ 次条において準用する第４０条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑼ 次条において準用する第４０条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑽ （略）  ⑽ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２ 

０条、第２２条、第２８条、第３２条の２、 

第３４条から第３８条まで、第４０条から

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２ 

０条、第２２条、第２８条、第３２条の２、 

第３４条から第３８条まで、第４０条から
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第４１条まで、第５９条の１１、第５９条 

の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、 

第８７条から第９０条まで、第９２条の２

から第９５条まで、第９７条、第９８条、

第１００条から第１０４条まで、第１０６

条及び第１０６条の２の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項

中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第２０２条において準用する第１０ 

０条に規定する重要事項に関する規程」と、 

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１

項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第５９条の１１第２項中 

「この節」とあるのは「第９章第４節」と、 

第５９条の１３第３項及び第４項並びに第 

５９条の１６第２項第１号及び第３号中 

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは 

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、 

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護について知 

見を有する者」と、「６月」とあるのは 

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」と、第８７条中「第８２条第 

１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」 

と、第８９条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第９２条の２第１項

中「前条第１項第５号」とあるのは「第１

９７条第５号」と、第９７条中「小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１ 

０６条中「第８２条第６項」とあるのは 

「第１９１条第７項各号」と読み替えるも

のとする。 

第４１条まで、第５９条の１１、第５９条 

の１３、第５９条の１６、第５９条の１７、 

第８７条から第９０条まで、第９２条の２

から第９５条まで、第９７条、第９８条、

第１００条から第１０４条まで及び第１０

６条の規定は、指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第２０２条

において準用する第１００条に規定する重

要事項に関する規程」と、同項、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４０

条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは 

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、 

第５９条の１１第２項中「この節」とある

のは「第９章第４節」と、第５９条の１３

第３項及び第４項並びに第５９条の１６第

２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第５９条の１７

第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活

動状況」とあるのは「通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況」と、

第８７条中「第８２条第１２項」とあるの

は「第１９１条第１３項」と、第８９条中

「小規模多機能型居宅介護従業者」とある 

のは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」 

と、第９２条の２第１項中「前条第１項第 

５号」とあるのは「第１９７条第５号」と、 

第９７条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第１０６条中「第８２条

第６項」とあるのは「第１９１条第７項各

号」と読み替えるものとする。 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第２０３条 指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて

第２０３条 指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて
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いる又は想定されるもの（第１２条第１項

（第５９条、第５９条の２０、第５９条の

２０の３、第５９条の３８、第８０条、第

１０８条、第１２８条、第１４９条、第１

７７条、第１８９条及び第２０２条におい

て準用する場合を含む。）、第１１５条第

１項、第１３６条第１項及び第１５５条第

１項（第１８９条において準用する場合を 

含む。）並びに次項に規定するものを除 

く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録により行うことができ

る。 

いる又は想定されるもの（第１２条第１項

（第５９条、第５９条の２０、第５９条の

２０の３、第５９条の３８、第８０条、第

１０８条、第１２８条、第１４９条、第１

７７条、第１８９条及び第２０２条におい

て準用する場合を含む。）、第１１５条第

１項、第１３６条第１項及び第１５５条第

１項（第１８９条において準用する場合を 

含む。）並びに次項に規定するものを除 

く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ 

とができない方式で作られる記録であっ 

て、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第９条第２項及び第２０３条第１項の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（以

下「新条例」という。）第３４条第３項（新条例第５９条、第５９条の２０、

第５９条の２０の３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８条、

第１４９条、第１７７条、第１８９条、第２０２条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、新条例第９２条第７号及び第１９

７条第７号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とある

のは「講じるよう努めなければ」とする。 
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 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第１０６条の２（新条例第

１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８９条、第２０２条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１０６条の２中「しなけ

れば」とあるのは「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第１７２条第１項（新条例

第１８９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中

「定めておかなければ」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。 
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第５９号議案 

 

八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

第１条 八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例

（令和３年八王子市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者

又はその家族からの申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代え

て、第７項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該

文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者

又はその家族からの申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代え

て、第７項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該

文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規
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報処理の用に供されるものをいう。第３

５条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第３５条 指定居宅介護支援事業者及び指定

居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定され

るもの（第８条（第３４条において準用す

る場合を含む。）及び第１４条第２８号

（第３４条において準用する場合を含む。）

並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録により行うことができる。 

第３５条 指定居宅介護支援事業者及び指定

居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定され

るもの（第８条（第３４条において準用す

る場合を含む。）及び第１４条第２８号

（第３４条において準用する場合を含む。）

並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
第２条 八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例

の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営

に当たっては、市町村、法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センター

（以下「地域包括支援センター」とい

う。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１

３３号）第２０条の７の２に規定する老人

介護支援センター、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者（法第５

８条第１項に規定する指定介護予防支援事

業者をいう。以下同じ。）、介護保険施

設、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営

に当たっては、市町村、法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センタ

ー、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の７の２に規定する老人介護

支援センター、他の指定居宅介護支援事業

者、指定介護予防支援事業者（法第５８条

第１項に規定する指定介護予防支援事業者

をいう。以下同じ。）、介護保険施設、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第５１条の１７第１項第１号に規定
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第１２３号）第５１条の１７第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者等との

連携に努めなければならない。 

する指定特定相談支援事業者等との連携に

努めなければならない。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の

数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介

護予防支援事業者の指定を併せて受け、又

は法第１１５条の２３第３項の規定により

地域包括支援センターの設置者である指定

介護予防支援事業者から委託を受けて、当

該指定居宅介護支援事業所において指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する

指定介護予防支援をいう。以下この項及び

第１４条第３０号において同じ。）を行う

場合にあっては、当該事業所における指定

居宅介護支援の利用者の数に当該事業所に

おける指定介護予防支援の利用者の数に３

分の１を乗じた数を加えた数。次項におい

て同じ。）が４４又はその端数を増すごと

に１とする。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の

数が３５又はその端数を増すごとに１とす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護

支援事業所が、公益社団法人国民健康保険

中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国

民健康保険中央会という名称で設立された

法人をいう。）が運用及び管理を行う指定

居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス

事業者等の使用に係る電子計算機と接続さ

れた居宅サービス計画の情報の共有等のた

めの情報処理システムを利用し、かつ、事

務職員を配置している場合における第１項

に規定する員数の基準は、利用者の数が４

９又はその端数を増すごとに１とする。 

 

  

 （管理者）  （管理者） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職

務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職

務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定居宅介護支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 ⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所

の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がな

い場合に限る。） 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居 第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居
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宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第１

９条に規定する運営規程の概要その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。 

宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第１

９条に規定する運営規程の概要その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を文書により得なければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、居宅サービス

計画が第２条に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものであり、

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等

を紹介するよう求めることができること等

につき説明を行い、理解を得なければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

居宅サービス計画が第２条に規定する基本

方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定居宅サー

ビス事業者等を紹介するよう求めることが

できること、前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サー

ビス計画の数が占める割合、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画に位置付けられた訪

問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居

宅サービス事業者又は指定地域密着型サー

ビス事業者によって提供されたものが占め

る割合等につき説明を行い、理解を得なけ

ればならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画の総数のうちに訪問

介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下この項において「訪問

介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合及

び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位

置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち

に同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供さ

れたものが占める割合につき説明を行い、

理解を得るよう努めなければならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者

又はその家族からの申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代え

て、第８項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者

又はその家族からの申出があった場合に

は、第１項の規定による文書の交付に代え

て、第７項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該
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文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。 

文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」と

は、指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」と

は、指定居宅介護支援事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

８ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規

定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利

用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規

定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利

用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

 ⑴ 第５項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの 

 ⑴ 第４項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

９ （略） ８ （略） 

  

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１４条 指定居宅介護支援の方針は、第２

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

第１４条 指定居宅介護支援の方針は、第２

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑵の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という。）を行ってはならない。 

 

 ⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

 

 ⑶～⒀ （略）  ⑶～⒀ （略） 

 ⒁ 介護支援専門員は、指定居宅サービス

事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、

利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意

を得て主治の医師等又は薬剤師に提供す

 ⒁ 介護支援専門員は、指定居宅サービス

事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、

利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意

を得て主治の医師若しくは歯科医師又は
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るものとする。 薬剤師に提供するものとする。 

 ⒂ 介護支援専門員は、第１３号に規定す

る実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては、利用者及

びその家族、指定居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行うこととし、特段

の事情のない限り、次に定めるところに

より行わなければならない。 

 ⒂ 介護支援専門員は、第１３号に規定す

る実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては、利用者及

びその家族、指定居宅サービス事業者等

との連絡を継続的に行うこととし、特段

の事情のない限り、次に定めるところに

より行わなければならない。 

  ア 少なくとも１月に１回、利用者に面

接すること。 

  ア 少なくとも１月に１回、利用者の居

宅を訪問し、利用者に面接すること。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合

であって、少なくとも２月に１回、利

用者の居宅を訪問し、利用者に面接す

るときは、利用者の居宅を訪問しない

月においては、テレビ電話装置等を活

用して、利用者に面接することができ

るものとする。 

 

   (ア) テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて、文書により利

用者の同意を得ていること。 

 

   (イ) サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を

得ていること。 

 

    ａ 利用者の心身の状況が安定して

いること。 

 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。 

 

    ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話

装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担

当者から提供を受けること。 

 

  ウ （略）   イ （略） 

 ⒃～(29) （略）  ⒃～ (29) （略） 

 (30) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定に基づき、地域

包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援

の業務の委託を受けるに当たっては、そ

の業務量等を勘案し、当該指定居宅介護

支援事業者が行う指定居宅介護支援の業

務が適正に実施できるよう配慮しなけれ

ばならない。 

 (30) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定に基づき、指定

介護予防支援事業者から指定介護予防支

援の業務の委託を受けるに当たっては、

その業務量等を勘案し、当該指定居宅介

護支援事業者が行う指定居宅介護支援の

業務が適正に実施できるよう配慮しなけ

ればならない。 

 (31) （略）  (31) （略） 

  

 （勤務体制の確保）  （勤務体制の確保） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 
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２ （略） ２ （略） 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専

門員の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専

門員の資質の向上のために、外部の研修実

施機関が行う研修その他の適切な研修の機

会を確保しなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定

居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項（以下この条

において単に「重要事項」という。）を掲

示しなければならない。 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定

居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を

記載した書面を当該指定居宅介護支援事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、前項の

規定による掲示に代えることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定居宅介

護支援事業所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則とし

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対

する指定居宅介護支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対

する指定居宅介護支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第１４条第２号の３の規定による身体

的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

 

 ⑷ 第１７条の規定による市町村への通知

に係る記録 

 ⑶ 第１７条に規定する市町村への通知に

係る記録 

 ⑸ 第２９条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑷ 第２９条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑹ 第３０条第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑸ 第３０条第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

  

  
   附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第１条の規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例第２５条第３項

（第３４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中

「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。」とあるのは「削除」とする。 

 

－44－



第６０号議案 

 

     八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正す

る条例設定について 

 

 八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に

関する条例の一部を改正する条例 

第１条 八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関

する条例（令和３年八王子市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （管理者） （管理者） 

第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者に

は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定介護

予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護

事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者に

は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定介護

予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護

事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 
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 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、 

指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、第２５条に規定する重要事項に

関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護

従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

第８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、 

指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、第２５条に規定する重要事項に

関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護

従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について利用申込者の同意

を文書により得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利

用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に

代えて、第５項で定めるところにより、当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定介護予防訪問入

浴介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利

用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に

代えて、第５項で定めるところにより、当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。こ

の場合において、当該指定介護予防訪問入

浴介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第２

３６条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （サービスの提供の記録）  （サービスの提供の記録） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指 

定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、 

提供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、利用者からの申出があった

場合には、文書の交付その他適切な方法に

より、その情報を利用者に対して提供しな

ければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指 

定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、 

提供した具体的なサービスの内容等を記録

するとともに、利用者からの申出があった

場合には、当該記録の写しの交付その他適

切な方法により、その情報を利用者に対し

て提供しなければならない。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介 ３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介
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護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該指定介護予防訪問

入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入

浴介護従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する 

者その他これに類する者を除く。）に対し、 

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上の 

ために、外部の研修実施機関が行う研修 

（以下「外部研修」という。）その他の適 

切な研修の機会を確保しなければならない。 

その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事

業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

（掲示）  （掲示） 

第２９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見

やすい場所に、第２５条に規定する重要事

項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴

介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において単に「重要

事項」という。）を掲示しなければならな

い。 

第２９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見

やすい場所に、第２５条に規定する重要事

項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴

介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重

要事項を記載した書面を当該指定介護予防

訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、前項の規定による掲示に代える

ことができる。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前

項に規定する事項を記載した書面を当該指 

定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第３８条 （略） 第３８条 （略） 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利

用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利

用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 第１９条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

⑴ 第１９条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第４０条第４号の規定による身体的拘 

束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

 ⑶ 第２２条の規定による市町村への通知

に係る記録 

⑵ 第２２条に規定する市町村への通知に

係る記録 
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 ⑷ 第３３条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

⑶ 第３３条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

⑸ 第３５条第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

⑷ 第３５条第２項に規定する事故の状況

及び処置についての記録 

  

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱

方針） 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱

方針） 

第４０条 介護予防訪問入浴介護従業者の行

う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第

４条に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

第４０条 介護予防訪問入浴介護従業者の行

う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第

４条に規定する基本方針及び前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

 

 ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

⑸ （略） ⑶ （略） 

 ⑹ （略） ⑷ （略） 

 ⑺ （略） ⑸ （略） 

  

 （管理者） （管理者） 

第４２条 基準該当介護予防訪問入浴介護事

業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、基準該

当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該基準該当介護予防訪

問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

第４２条 基準該当介護予防訪問入浴介護事

業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、基準該

当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該基準該当介護予防訪

問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５５条 （略） 第５５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師

等の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師

等の資質の向上のために、外部研修その他

の適切な研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第６９条 指定介護予防訪問リハビリテーシ 第６９条 指定介護予防訪問リハビリテーシ
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ョンの提供は理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし、その方針は、

第６１条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

ョンの提供は理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし、その方針は、

第６１条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては、主治の医師若しく

は歯科医師からの情報伝達又はサービス

担当者会議若しくはリハビリテーション

会議（介護予防訪問リハビリテーション

計画又は介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の作成のために、利用者及びその

家族の参加を基本としつつ、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定

介護予防支援等基準条例第３条第１項に

規定する担当職員及び同条第２項に規定

する介護支援専門員、介護予防サービス

計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等（法第８条の２第１６項に規定

する指定介護予防サービス等をいう。第

２２０条第４号及び第２３４条第３号に

おいて同じ。）の担当者その他の関係者

（以下「構成員」という。）により構成

される会議（テレビ電話装置等を活用し 

て行うことができるものとする。ただし、 

利用者又はその家族（以下この号におい

て「利用者等」という。）が参加する場

合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。以下同じ。）を

通じる等の適切な方法により、利用者の

病状、心身の状況、その置かれている環

境等利用者の日常生活全般の状況の的確

な把握を行うものとする。 

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては、主治の医師若しく

は歯科医師からの情報伝達又はサービス

担当者会議若しくはリハビリテーション

会議（介護予防訪問リハビリテーション

計画又は介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の作成のために、利用者及びその

家族の参加を基本としつつ、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定

介護予防支援等基準条例第３条に規定す

る担当職員、介護予防サービス計画の原

案に位置付けた指定介護予防サービス等

（法第８条の２第１６項に規定する指定

介護予防サービス等をいう。）の担当者 

その他の関係者（以下「構成員」とい 

う。）により構成される会議（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるも

のとする。ただし、利用者又はその家族

（以下この号において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならない。）をい

う。以下同じ。）を通じる等の適切な方

法により、利用者の病状、心身の状況、

その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものと

する。 

 ⑵～⒁ （略）  ⑵～⒁ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第８６条 （略） 第８６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は、介護予防通所リハビリテーション

従業者の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。その際、

当該指定介護予防通所リハビリテーション

事業者は、全ての介護予防通所リハビリテ

ーション従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は、介護予防通所リハビリテーション

従業者の資質の向上のために、外部研修そ

の他の適切な研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該指定介護予防通所

リハビリテーション事業者は、全ての介護

予防通所リハビリテーション従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る
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させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第８８条 指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者は、非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、定期的に避難

訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わな

ければならない。 

第８８条 指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者は、非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制並びに地域との連携の体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的に避難訓練、救出訓練

その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第９８条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は、指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、

指定介護予防短期入所生活介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

第９８条 指定介護予防短期入所生活介護事

業者は、指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、

指定介護予防短期入所生活介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものと

する。 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第１０１条 指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、第１０６条に規

定する重要事項に関する規程の概要、介護

予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、サービスの内容及び

利用期間等について利用申込者の同意を得

なければならない。 

第１０１条 指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、第１０６条に規

定する重要事項に関する規程の概要、介護

予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、サービスの内容及び

利用期間等について利用申込者の同意を文

書により得なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第１０４条 指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

第１０４条 指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、指定介護予防短期入所生活介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、 

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１０７条 （略） 第１０７条 （略） 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より、指定介護予防支援等基準条例第３条

第１項に規定する担当職員及び同条第２項

に規定する介護支援専門員が、緊急に指定

介護予防短期入所生活介護を受けることが

必要と認めた者に対し、介護予防サービス

計画において位置付けられていない指定介

護予防短期入所生活介護を提供する場合で

あって、当該利用者及び他の利用者の処遇

に支障がない場合にあっては、前項の規定

にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数

を超えて、静養室において指定介護予防短

期入所生活介護を行うことができるものと

する。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より、指定介護予防支援等基準条例第３条

に規定する担当職員が、緊急に指定介護予

防短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し、介護予防サービス計画に

おいて位置付けられていない指定介護予防 

短期入所生活介護を提供する場合であって、 

当該利用者及び他の利用者の処遇に支障が

ない場合にあっては、前項の規定にかかわ 

らず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、 

静養室において指定介護予防短期入所生活

介護を行うことができるものとする。 

  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

 

第１０９条の２ 指定介護予防短期入所生活

介護事業者は、当該指定介護予防短期入所

生活介護事業所における業務の効率化、介

護サービスの質の向上その他の生産性の向

上に資する取組の促進を図るため、当該指

定介護予防短期入所生活介護事業所におけ

る利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催しなければならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１１０条 （略） 第１１０条 （略） 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、 ２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、 
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利用者に対する指定介護予防短期入所生活

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

利用者に対する指定介護予防短期入所生活

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第１０４条第４項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 ⑶ 第１０４条第４項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第１２６条 （略） 第１２６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業者は、介護予防短期入所生活介護従

業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。その際、当

該ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業者は、全ての介護予防短期入所生活

介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業者は、介護予防短期入所生活介護従

業者の資質の向上のために、外部研修その

他の適切な研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該ユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業者は、全ての介

護予防短期入所生活介護従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所の管理者は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。 

 

６ （略） ５ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第１３８条 基準該当介護予防短期入所生活

介護事業者は、基準該当介護予防短期入所

生活介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該基準

該当介護予防短期入所生活介護事業所の他

第１３８条 基準該当介護予防短期入所生活

介護事業者は、基準該当介護予防短期入所

生活介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該基準

該当介護予防短期入所生活介護事業所の他
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の職務に従事し、又は他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。  

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

  

第１４４条 指定介護予防短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「指定介護予防短期

入所療養介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「指定介護予防短期

入所療養介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定介護予防短期入所療養介護の提

供に当たる従業者（以下「介護予防短期入

所療養介護従業者」という。）の員数は、

次のとおりとする。 

第１４４条 指定介護予防短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「指定介護予防短期

入所療養介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「指定介護予防短期

入所療養介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定介護予防短期入所療養介護の提

供に当たる従業者（以下「介護予防短期入

所療養介護従業者」という。）の員数は、

次のとおりとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第２６条の

規定による改正前の法（以下「平成１８

年旧介護保険法」という。）第４８条第

１項第３号に規定する指定介護療養型医 

療施設（以下「指定介護療養型医療施設」 

という。）である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては、当該指定介

護予防短期入所療養介護事業所に置くべ

き医師、薬剤師、看護職員、介護職員、

栄養士及び理学療法士又は作業療法士の

員数は、それぞれ、利用者を当該指定介

護療養型医療施設の入院患者とみなした

場合における平成１８年旧介護保険法に

規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる数が確保されるために必要

な数以上とする。 

 ⑵ 療養病床（医療法第７条第２項第４号 

に規定する療養病床をいう。以下同じ。） 

を有する病院又は診療所である指定介護 

予防短期入所療養介護事業所にあっては、 

当該指定介護予防短期入所療養介護事業

所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、

介護職員（同法に規定する看護補助者を

いう。）、栄養士及び理学療法士又は作

業療法士の員数は、それぞれ同法に規定

する療養病床を有する病院又は診療所と

して必要とされる数が確保されるために

必要な数以上とする。 

 ⑶ 療養病床（医療法第７条第２項第４号 

に規定する療養病床をいう。以下同じ。） 

を有する病院又は診療所（前号に該当す

るものを除く。）である指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては、当該

指定介護予防短期入所療養介護事業所に

置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護 

職員（同法に規定する看護補助者をい 

う。）、栄養士及び理学療法士又は作業

療法士の員数は、それぞれ同法に規定す

る療養病床を有する病院又は診療所とし

て必要とされる数が確保されるために必

要な数以上とする。 

⑶ 診療所（前号に該当するものを除く。） 

である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、当該指定介護予防短期

入所療養介護を提供する病室に置くべき

⑷ 診療所（前２号に該当するものを除 

く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、当該指定介護予

防短期入所療養介護を提供する病室に置
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看護職員又は介護職員の員数の合計は、

常勤換算方法で、利用者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上であること、

かつ、夜間における緊急連絡体制を整備

することとし、看護師若しくは准看護師

又は介護職員を１人以上配置しているこ

と。 

くべき看護職員又は介護職員の員数の合

計は、常勤換算方法で、利用者及び入院

患者の数が３又はその端数を増すごとに

１以上であること、かつ、夜間における

緊急連絡体制を整備することとし、看護

師若しくは准看護師又は介護職員を１人

以上配置していること。 

 ⑷ （略）  ⑸ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

第１４５条 指定介護予防短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

第１４５条 指定介護予防短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

 ⑵ 指定介護療養型医療施設である指定介

護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、平成１８年旧介護保険法に規定する

指定介護療養型医療施設として必要とさ

れる設備（ユニット型指定介護療養型医

療施設（八王子市指定介護療養型医療施

設の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（令和３年八王子市条例第８８号）

第４５条に規定するユニット型指定介護

療養型医療施設をいう。以下同じ。）に

関するものを除く。）を有することとす

る。 

⑵ 療養病床を有する病院又は診療所であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては、医療法に規定する療養病床

を有する病院又は診療所として必要とさ

れる設備を有することとする。 

⑶ 療養病床を有する病院又は診療所（指

定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、医療法に規定す

る療養病床を有する病院又は診療所とし 

て必要とされる設備を有することとする。 

 ⑶ （略）  ⑷ （略） 

 ⑷ （略） ⑸ （略） 

２ 前項第２号及び第３号に該当する指定介 

護予防短期入所療養介護事業所にあっては、 

同項に定めるもののほか、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を有するも

のとする。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介 

護予防短期入所療養介護事業所にあっては、 

前項に定めるもののほか、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を有するも

のとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（対象者） （対象者） 

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、利用者の心身の状況若しくは病

状により、若しくはその家族の疾病、冠婚

葬祭、出張等の理由により、一時的に入所

して看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療等を受ける必

要がある者を対象に、介護老人保健施設若

しくは介護医療院の療養室、病院の療養病

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、利用者の心身の状況若しくは病

状により、若しくはその家族の疾病、冠婚

葬祭、出張等の理由により、一時的に入所

して看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療等を受ける必

要がある者を対象に、介護老人保健施設若

しくは介護医療院の療養室、病院の療養病
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床に係る病室又は診療所の指定介護予防短

期入所療養介護を提供する病室において指

定介護予防短期入所療養介護を提供するも

のとする。 

床に係る病室、診療所の指定介護予防短期

入所療養介護を提供する病室又は病院の老

人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する

病床により構成される病棟をいう。以下同

じ。）において指定介護予防短期入所療養

介護を提供するものとする。 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第１４８条 （略） 第１４８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１５０条 指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用

者に対して同時に指定介護予防短期入所療 

養介護を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

第１５０条 指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用

者に対して同時に指定介護予防短期入所療 

養介護を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 療養病床を有する病院又は診療所であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、療養病床に係る病床数及び療養

病床に係る病室の定員を超えることとなる

利用者数 

⑵ 療養病床を有する病院若しくは診療所

又は老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院である指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては、療養病床又は老人

性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び

療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟

に係る病室の定員を超えることとなる利

用者数 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、 ２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、 
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利用者に対する指定介護予防短期入所療養

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

利用者に対する指定介護予防短期入所療養

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第１４８条第３項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに理由の記録 

 ⑶ 第１４８条第３項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに理由の記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び処置について

の記録 

  

（準用） （準用） 

第１５２条 第９条から第１３条まで、第１

５条、第１６条、第１９条、第２１条、第

２２条、第２４条、第２７条、第２９条、

第３０条、第３２条から第３７条まで（第

３４条第２項を除く。）、第８６条、第８

８条、第８９条、第１０１条、第１０２条

第２項、第１０９条及び第１０９条の２の

規定は、指定介護予防短期入所療養介護の 

事業について準用する。この場合において、 

第２７条第２項、第２９条第１項並びに第

３６条第１号及び第３号中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短

期入所療養介護従業者」と、第２９条第１ 

項中「第２５条」とあるのは「第１４９条」 

と、第８６条第３項及び第４項並びに第８

９条第２項第１号及び第３号中「介護予防

通所リハビリテーション従業者」とあるの 

は「介護予防短期入所療養介護従業者」と、 

第１０１条第１項中「第１０６条」とある

のは「第１４９条」と、「介護予防短期入

所生活介護従業者」とあるのは「介護予防

短期入所療養介護従業者」と読み替えるも

のとする。 

第１５２条 第９条から第１３条まで、第１

５条、第１６条、第１９条、第２１条、第

２２条、第２４条、第２７条、第２９条、

第３０条、第３２条から第３７条まで（第

３４条第２項を除く。）、第８６条、第８

８条、第８９条、第１０１条、第１０２条

第２項及び第１０９条の規定は、指定介護

予防短期入所療養介護の事業について準用 

する。この場合において、第２７条第２項、 

第２９条第１項並びに第３６条第１号及び

第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」

とあるのは「介護予防短期入所療養介護従

業者」と、第２９条第１項中「第２５条」

とあるのは「第１４９条」と、第８６条第

３項及び第４項並びに第８９条第２項第１

号及び第３号中「介護予防通所リハビリテ

ーション従業者」とあるのは「介護予防短

期入所療養介護従業者」と、第１０１条第

１項中「第１０６条」とあるのは「第１４

９条」と、「介護予防短期入所生活介護従

業者」とあるのは「介護予防短期入所療養

介護従業者」と読み替えるものとする。 

  

第１６２条 介護老人保健施設であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護の事業

を行う者（以下「ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所」とい

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護の事業を行う者（以下「ユニッ 

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所」という。）の設備に関する基準
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う。）の設備に関する基準は、法に規定す

る介護老人保健施設として必要とされる施

設及び設備（ユニット型介護老人保健施設

に関するものに限る。）を有することとす

る。 

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 介護老人保健施設であるユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、法に規定する介護老人保健施設

として必要とされる施設及び設備（ユニ

ット型介護老人保健施設に関するものに

限る。）を有することとする。 

 ⑵ 指定介護療養型医療施設であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、平成１８年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介 

護療養型医療施設に関するものに限る。） 

を有することとする。 

 ⑶ 療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては、平成１８年旧介護保険法に

規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護

療養型医療施設（療養病床を有する病院

に限る。）に関するものに限る。）を有

することとする。 

  ⑷ 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、平成１８年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介

護療養型医療施設（療養病床を有する診

療所に限る。）に関するものに限る。）

を有することとする。 

  ⑸ 介護医療院であるユニット型指定介護 

予防短期入所療養介護事業所にあっては、 

法に規定する介護医療院として必要とさ

れる施設及び設備（ユニット型介護医療

院に関するものに限る。）を有すること

とする。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は、次に掲げる設備を有す

ることとする。 

 

 ⑴ 療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所

は、ユニット及び浴室を有しなければな

らない。 

 

 ⑵ 療養病床を有する病院であるユニット

型介護予防指定短期入所療養介護事業所

 

－57－



のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室

については、次の基準を満たさなければ

ならない。 

  ア ユニット  

    病室  

    ａ 一の病室の定員は、１人とする

こと。ただし、利用者への指定介

護予防短期入所療養介護の提供上

必要と認められる場合は、２人と

することができること。 

 

    ｂ 病室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし、一のユニット

の利用者の定員は、原則としてお

おむね１０人以下とし、１５人を

超えないものとすること。 

 

    ｃ 一の病室の床面積等は、１０． 

６５平方メートル以上とすること。 

ただし、ａただし書の場合にあっ 

ては、２１．３平方メートル以上 

とすること。 

 

    ｄ ブザー又はこれに代わる設備を

設けること。 

 

    共同生活室  

    ａ 共同生活室は、いずれかのユニ

ットに属するものとし、当該ユニ

ットの利用者が交流し、共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 

    ｂ 一の共同生活室の床面積は、２

平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 

    ｃ 必要な設備及び備品を備えるこ

と。 

 

    洗面設備  

    ａ 病室ごとに設けること、又は共 

同生活室ごとに適当数設けること。 

 

    ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 

    便所  

    ａ 病室ごとに設けること、又は共 

同生活室ごとに適当数設けること。 

 

    ｂ ブザー又はこれに代わる設備を

設けるとともに、身体の不自由な

者が使用するのに適したものとす

ること。 

 

  イ 廊下幅  
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１．８メートル以上とすること。た 

だし、中廊下の幅は、２．７メートル 

以上とすること。 

  ウ 機能訓練室 

内法による測定で４０平方メートル 

以上の床面積を有し、必要な器械及び 

器具を備えること。 

 

  エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適 

したものとすること。 

 

 ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専

ら当該ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者に対する

指定介護予防短期入所療養介護の提供に

支障がない場合は、この限りでない。 

 

⑷ 第２号ア の共同生活室は、医療法施 

行規則（昭和２３年厚生省令第５０号） 

第２１条第３号に規定する食堂とみなす。 

 

 ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病

床を有する病院であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けることとする。 

 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準は、次に掲げる設備を有

することとする。 

 

 ⑴ 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所は、ユニット及び浴室を有しなければ

ならない。 

 

 ⑵ 療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業

所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴

室については、次の基準を満たさなけれ

ばならない。 

 

  ア ユニット  

    病室  

    ａ 一の病室の定員は、１人とする

こと。ただし、利用者への指定介

護予防短期入所療養介護の提供上

必要と認められる場合は、２人と

することができること。 

 

    ｂ 病室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし、一のユニット

の利用者の定員は、原則としてお

おむね１０人以下とし、１５人を
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超えないものとすること。 

    ｃ 一の病室の床面積等は、１０． 

６５平方メートル以上とすること。 

ただし、ａただし書の場合にあっ 

ては、２１．３平方メートル以上

とすること。 

 

    ｄ ブザー又はこれに代わる設備を

設けること。 

 

    共同生活室  

    ａ 共同生活室は、いずれかのユニ

ットに属するものとし、当該ユニ

ットの利用者が交流し、共同で日

常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

 

    ｂ 一の共同生活室の床面積は、２

平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの利用者の定員を

乗じて得た面積以上を標準とする

こと。 

 

    ｃ 必要な設備及び備品を備えるこ

と。 

 

    洗面設備  

    ａ 病室ごとに設けること、又は共 

同生活室ごとに適当数設けること。 

 

    ｂ 身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 

    便所  

    ａ 病室ごとに設けること、又は共 

同生活室ごとに適当数設けること。 

 

    ｂ ブザー又はこれに代わる設備を

設けるとともに、身体の不自由な

者が使用するのに適したものとす

ること。 

 

  イ 廊下幅 

１．８メートル以上とすること。た 

だし、中廊下の幅は、２．７メートル 

以上とすること。 

 

  ウ 機能訓練室 

機能訓練を行うために十分な広さを 

有し、必要な器械及び器具を備えるこ 

と。 

 

  エ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適 

したものとすること。 

 

 ⑶ 前号イからエまでに掲げる設備は、専

ら当該ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者に対する

指定介護予防短期入所療養介護の提供に

支障がない場合は、この限りでない。 
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 ⑷ 第２号ア の共同生活室は、医療法施

行規則第２１条の４において準用する同

令第２１条第３号に規定する食堂とみな

す。 

 

 ⑸ 前各号に規定するもののほか、療養病

床を有する診療所であるユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所は、消

火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けることとする。 

 

４ 介護医療院であるユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所の設備に関する

基準は、法に規定する介護医療院として必

要とされる施設及び設備（ユニット型介護

医療院に関するものに限る。）を有するこ

ととする。 

 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者が、ユニット型指定短期入所療養

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第２００条第１項に規定するユニット型指

定短期入所療養介護事業者をいう。）の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護の事業とユニット

型指定短期入所療養介護の事業（指定居宅

サービス等基準条例第１９８条に規定する

ユニット型指定短期入所療養介護の事業を

いう。）とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居

宅サービス等基準条例第２００条第１項か

ら第４項までに規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者が、ユニット型指定短期入所療養

介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第２００条第１項に規定するユニット型指

定短期入所療養介護事業者をいう。）の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護の事業とユニット

型指定短期入所療養介護の事業（指定居宅

サービス等基準条例第１９８条に規定する

ユニット型指定短期入所療養介護の事業を

いう。）とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居

宅サービス等基準条例第２００条第１項に

規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

  

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第１６５条 （略） 第１６５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者は、介護予防短期入所療養介護従

業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。その際、当

該ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者は、全ての介護予防短期入所療養

介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者は、介護予防短期入所療養介護従

業者の資質の向上のために、外部研修その

他の適切な研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業者は、全ての介

護予防短期入所療養介護従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介  
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護事業所の管理者は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。 

６ （略） ５ （略） 

  

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１６６条 ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業者は、次に掲げる利用者 

（当該ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者がユニット型指定短期入所療

養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、当該事業

所におけるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護又はユニット型指定短期入所療 

養介護の利用者。以下この条において同 

じ。）数以上の利用者に対して同時に指定

介護予防短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを 

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

第１６６条 ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業者は、次に掲げる利用者 

（当該ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者がユニット型指定短期入所療

養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、当該事業

所におけるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護又はユニット型指定短期入所療 

養介護の利用者。以下この条において同 

じ。）数以上の利用者に対して同時に指定

介護予防短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを 

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

 ⑵ ユニット型指定介護療養型医療施設で

あるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所にあっては、利用者を当該

ユニット型指定介護療養型医療施設の入

院患者とみなした場合において入院患者

の定員及び病室の定員を超えることとな

る利用者数 

 ⑵ （略）  ⑶ （略） 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１７４条 （略） 第１７４条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場

合における第１項第２号ア及び第２項第２

号アの規定の適用については、これらの規 

定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

 

⑴ 第１８７条において準用する第１０９

条の２に規定する委員会において、利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検

討を行い、及び当該事項の実施を定期的

に確認していること。 

 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保  

イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減

及び勤務状況への配慮 

 

ウ 緊急時の体制整備  
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エ 業務の効率化、介護サービスの質の 

向上等に資する機器（次号において 

「介護機器」という。）の定期的な

点検 

 

オ 介護予防特定施設従業者に対する研

修 

 

⑵ 介護機器を複数種類活用していること。  

⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減を図るため、

介護予防特定施設従業者間の適切な役割

分担を行っていること。 

 

⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減を図る取組に

より介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減が行われていると認められるこ

と。 

 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１７５条 指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者は、指定介護予防特定施設ご

とに専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし、指定介護予防

特定施設の管理上支障がない場合は、当該

指定介護予防特定施設における他の職務に

従事し、又は他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

第１７５条 指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者は、指定介護予防特定施設ご

とに専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし、指定介護予防

特定施設の管理上支障がない場合は、当該

指定介護予防特定施設における他の職務に 

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

  

 （口腔
くう

衛生の管理）  

第１８０条の２ 指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康

の保持を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、口腔
くう

衛生の管理体制を整

備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の

管理を計画的に行わなければならない。 

 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１８３条 （略） 第１８３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、介護予防特定施設従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。その際、当該指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者は、全て

の介護予防特定施設従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、介護予防特定施設従業者の資質の

向上のために、外部研修その他の適切な研

修の機会を確保しなければならない。その

際、当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、全ての介護予防特定施設従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症
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研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

５ （略） ５ （略） 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１８４条 指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者は、利用者の病状の急変等に

備えるため、あらかじめ、協力医療機関を

定めておかなければならない。 

第１８４条 指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者は、利用者の病状の急変等に 

備えるため、あらかじめ、協力医療機関 

（当該指定介護予防特定施設入居者生活介

護事業者との間で、利用者が医療を必要と

した際の連携協力が合意されている医療機

関をいう。）を定めておかなければならな

い。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を

満たす協力医療機関を定めるように努めな

ければならない。 

 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

⑵ 当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保

していること。 

 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の

名称等を、当該指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者に係る指定を行った市長

に届け出なければならない。 

 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）第６条第１７項に規定する第

二種協定指定医療機関（次項において「第

二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定 

する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。 

 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、協力医療機関が第二種協定指定医

療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 
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６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状

が軽快し、退院が可能となった場合におい

ては、再び当該指定介護予防特定施設に速

やかに入居させることができるように努め

なければならない。 

 

７ （略） ２ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第１８６条 （略） 第１８６条 （略） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

 ⑵ 第１７９条第２項の規定による提供し

た具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第１７９条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第１８１条第３項の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに理由の記録 

 ⑶ 第１８１条第３項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに理由の記録 

 ⑷ 第１８３条第３項の規定による結果等

の記録 

 ⑷ 第１８３条第３項に規定する結果等の

記録 

 ⑸ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑹ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び処置について

の記録 

  

（準用） （準用） 

第１８７条 第１１条、第１２条、第２１条

から第２４条まで、第２７条、第２９条か

ら第３３条まで、第３５条から第３７条ま

で、第８８条、第１０８条及び第１０９条

の２の規定は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護の事業について準用する。この 

場合において、第２３条、第２７条第２項、 

第２９条第１項並びに第３６条第１号及び

第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」 

とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、

第２９条第１項中「第２５条」とあるのは 

「第１８２条」と、第１０８条第２項第１ 

号及び第３号中「介護予防短期入所生活介 

護従業者」とあるのは「介護予防特定施設 

従業者」と読み替えるものとする。 

第１８７条 第１１条、第１２条、第２１条

から第２４条まで、第２７条、第２９条か 

ら第３７条まで（第３４条第２項を除 

く。）、第８８条及び第１０８条の規定は、 

指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

業について準用する。この場合において、

第２３条、第２７条第２項、第３６条第１

号及び第３号並びに第２９条第１項中「介 

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは 

「介護予防特定施設従業者」と、同項中 

「第２５条」とあるのは「第１８２条」と、 

第１０８条第２項第１号及び第３号中「介

護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「介護予防特定施設従業者」と読み替え

るものとする。 

  

（管理者） （管理者） 
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第１９８条 外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし、指定介護予防特定施設の管理上支障

がない場合は、当該指定介護予防特定施設

における他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第１９８条 外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。た

だし、指定介護予防特定施設の管理上支障

がない場合は、当該指定介護予防特定施設

における他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

   

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第２０３条 （略） 第２０３条 （略） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第２０５条第２項の規定による受託介

護予防サービス事業者等から受けた報告

に係る記録 

 ⑵ 第２０５条第２項に規定する受託介護

予防サービス事業者等から受けた報告に

係る記録 

 ⑶ 前条第８項の規定による結果等の記録  ⑶ 前条第８項に規定する結果等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第１７９条第２

項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第１７９条第２

項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑻ 次条において準用する第１８１条第３

項の規定による身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

 ⑻ 次条において準用する第１８１条第３

項に規定する身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

 ⑼ 次条において準用する第１８３条第３

項の規定による結果等の記録 

 ⑼ 次条において準用する第１８３条第３

項に規定する結果等の記録 

  

 （準用）  （準用） 

第２０４条 第１１条、第１２条、第２１条

から第２４条まで、第２７条、第２９条か

ら第３３条まで、第３５条から第３７条ま

で、第８８条、第１０８条、第１７８条か

ら第１８０条まで、第１８１条及び第１８

３条から第１８５条までの規定は、外部サ

ービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場

合において、第２３条、第２７条第２項並

第２０４条 第１１条、第１２条、第２１条

から第２４条まで、第２７条、第２９条か 

ら第３７条まで（第３４条第２項を除 

く。）、第８８条、第１０８条、第１７８

条から第１８１条まで及び第１８３条から

第１８５条までの規定は、外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て、第２３条、第２７条第２項並びに第３
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びに第３６条第１号及び第３号中「介護予

防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定

介護予防特定施設の従業者」と、第２９条

第１項中「第２５条」とあるのは「第２０ 

１条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」 

とあるのは「外部サービス利用型介護予防

特定施設従業者」と、第３１条中「指定介 

護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは 

「指定介護予防特定施設及び受託介護予防

サービス事業所」と、第１０８条第２項第

１号及び第３号中「介護予防短期入所生活

介護従業者」とあるのは「外部サービス利

用型介護予防特定施設従業者」と、第１７

９条第２項中「指定介護予防特定施設入居

者生活介護を」とあるのは「基本サービス

を」と、第１８３条中「指定介護予防特定

施設入居者生活介護」とあるのは「基本サ

ービス」と読み替えるものとする。 

６条第１号及び第３号中「介護予防訪問入

浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防

特定施設の従業者」と、第２９条第１項中 

「第２５条」とあるのは「第２０１条」と、 

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるの

は「外部サービス利用型介護予防特定施設

従業者」と、第３１条中「指定介護予防訪

問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護

予防特定施設及び受託介護予防サービス事

業所」と、第１０８条第２項第１号及び第 

３号中「介護予防短期入所生活介護従業者」 

とあるのは「外部サービス利用型介護予防

特定施設従業者」と、第１７９条第２項中 

「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」 

とあるのは「基本サービスを」と、第１８

３条中「指定介護予防特定施設入居者生活

介護」とあるのは「基本サービス」と読み

替えるものとする。 

  

 （福祉用具専門相談員の員数）  （福祉用具専門相談員の員数） 

第２０８条 指定介護予防福祉用具貸与の事

業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具

貸与事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与

事業所」という。）ごとに置くべき福祉用

具専門相談員（介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号）第４条第１項に規定

する福祉用具専門相談員をいう。以下同 

じ。）の員数は、常勤換算方法で、２以上

とする。 

第２０８条 指定介護予防福祉用具貸与の事

業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具

貸与事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与

事業所」という。）ごとに置くべき福祉用

具専門相談員（介護保険法施行令第４条第 

１項に規定する福祉用具専門相談員をいう。 

以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で、

２以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第２０９条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、指定介

護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸

与事業所の他の職務に従事し、又は他の事

業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

第２０９条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、指定介

護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸

与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

  

 （適切な研修の機会の確保並びに福祉用具

専門相談員の知識及び技能の向上等） 

 （適切な研修の機会の確保並びに福祉用具

専門相談員の知識及び技能の向上等） 

第２１３条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、福祉用具専門相談員の資質の向上の

ために、福祉用具に関する適切な研修の機

会を確保しなければならない。 

第２１３条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、福祉用具専門相談員の資質の向上の

ために、福祉用具に関する外部研修その他

の適切な研修の機会を確保しなければなら

ない。 
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２ （略） ２ （略） 

  

（掲示及び目録の備え付け） （掲示及び目録の備え付け） 

第２１６条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、事業所の見やすい場所に、第２１２

条に規定する重要事項に関する規程の概要

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）を掲示

しなければならない。 

第２１６条 指定介護予防福祉用具貸与事業

者は、事業所の見やすい場所に、第２１２ 

条に規定する重要事項に関する規程の概要

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重 

要事項を記載した書面を事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、前項の規定による掲示

に代えることができる。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前

項に規定する事項を記載した書面を事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第２１７条 （略） 第２１７条 （略） 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利

用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利

用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑴ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑵ 第２２０条第９号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 

 ⑶ 第２１５条第４項の規定による結果等

の記録 

 ⑵ 第２１５条第４項に規定する結果等の

記録 

 ⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑶ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑸ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱

方針） 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱

方針） 

第２２０条 福祉用具専門相談員の行う指定

介護予防福祉用具貸与の方針は、第２０７

条に規定する基本方針及び前条に規定する

第２２０条 福祉用具専門相談員の行う指定

介護予防福祉用具貸与の方針は、第２０７

条に規定する基本方針及び前条に規定する
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基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 法第８条の２第１０項に規定する厚生

労働大臣が定める福祉用具及び同条第１

１項に規定する特定福祉用具のいずれに

も該当する福祉用具（以下「対象福祉用

具」という。）に係る指定介護予防福祉

用具貸与の提供に当たっては、利用者が

指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定

介護予防福祉用具販売のいずれかを選択

できることについて十分な説明を行った

上で、利用者の当該選択に当たって必要

な情報を提供するとともに、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護

予防サービス計画の原案に位置付けた指

定介護予防サービス等の担当者その他の

関係者の意見及び利用者の身体の状況等

を踏まえ、提案を行うものとする。 

 

 ⑸ （略）  ⑷ （略） 

 ⑹ （略）  ⑸ （略） 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

 ⑻ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

 

 ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑽ （略）  ⑺ （略） 

  

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） （介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第２２１条 福祉用具専門相談員は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況を踏ま

えて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間、介

護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」と

いう。）を行う時期等を記載した介護予防

福祉用具貸与計画を作成しなければならな

い。この場合において、指定特定介護予防

福祉用具販売の利用があるときは、第２３

５条第１項に規定する特定介護予防福祉用

具販売計画と一体のものとして作成しなけ

ればならない。 

第２２１条 福祉用具専門相談員は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている

環境等利用者の日常生活全般の状況を踏ま

えて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間等を

記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成

しなければならない。この場合において、

指定特定介護予防福祉用具販売の利用があ

るときは、第２３５条第１項に規定する特

定介護予防福祉用具販売計画と一体のもの

として作成しなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用

具貸与計画に基づくサービス提供の開始時

から、必要に応じ、モニタリングを行うも

のとする。ただし、対象福祉用具に係る指

定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサ

ービス提供の開始時から６月以内に少なく

とも１回モニタリングを行い、その継続の

必要性について検討を行うものとする。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用

具貸与計画に基づくサービス提供の開始時

から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具

貸与計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）を行う

ものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第２２６条 指定特定介護予防福祉用具販売

事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤 

の管理者を置かなければならない。ただし、 

指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定特定介護

予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

第２２６条 指定特定介護予防福祉用具販売

事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤 

の管理者を置かなければならない。ただし、 

指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定特定介護

予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものと

する。 

  

 （サービスの提供の記録）  （サービスの提供の記録） 

第２２８条 指定特定介護予防福祉用具販売

事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売

を提供した際には、提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録するとともに、利用者

からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならない。 

第２２８条 指定特定介護予防福祉用具販売

事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売

を提供した際には、提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録するとともに、利用者

からの申出があった場合には、当該記録の

写しの交付その他適切な方法により、その

情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第２３１条 （略） 第２３１条 （略） 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、 

利用者に対する指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、 

利用者に対する指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 第２２８条の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

 ⑴ 第２２８条に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第２３４条第８号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 

 ⑶ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑵ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑶ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 
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 ⑸ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑷ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑹ （略）  ⑸ （略） 

  

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的

取扱方針） 

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的

取扱方針） 

第２３４条 福祉用具専門相談員の行う指定

特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

第２３４条 福祉用具専門相談員の行う指定

特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 対象福祉用具に係る指定特定介護予防

福祉用具販売の提供に当たっては、利用

者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定

特定介護予防福祉用具販売のいずれかを

選択できることについて十分な説明を行

った上で、利用者の当該選択に当たって

必要な情報を提供するとともに、医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

介護予防サービス計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の担当者その

他の関係者の意見及び利用者の身体の状

況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

 

 ⑷ （略）  ⑶ （略） 

 ⑸ （略）  ⑷ （略） 

 ⑹ 対象福祉用具に係る指定特定介護予防

福祉用具販売の提供に当たっては、利用

者等からの要請等に応じて、販売した福

祉用具の使用状況を確認するよう努める

とともに、必要な場合は、使用方法の指 

導、修理等を行うよう努めるものとする。 

 

 ⑺ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

 

 ⑻ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑼ （略）  ⑸ （略） 

  

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） （特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第２３５条 （略） 第２３５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に

係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供

に当たっては、特定介護予防福祉用具販売

計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具

販売計画に記載した目標の達成状況の確認
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を行うものとする。 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第２３６条 指定介護予防サービス事業者及

び指定介護予防サービスの提供に当たる者

は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書 

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、 

複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１１条第１項（第４

４条、第５７条、第６７条、第７６条、第

９１条、第１１１条（第１２８条において

準用する場合を含む。）、第１３５条、第

１４２条、第１５２条（第１６７条におい

て準用する場合を含む。）、第１８７条、

第２０４条、第２１８条、第２２３条及び 

第２３２条において準用する場合を含む。）

及び第１７９条第１項（第２０４条におい

て準用する場合を含む。）並びに次項に規

定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録により

行うことができる。 

第２３６条 指定介護予防サービス事業者及

び指定介護予防サービスの提供に当たる者

は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書 

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、 

複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１１条第１項（第４

４条、第５７条、第６７条、第７６条、第

９１条、第１１１条（第１２８条において

準用する場合を含む。）、第１３５条、第

１４２条、第１５２条（第１６７条におい

て準用する場合を含む。）、第１８７条、

第２０４条、第２１８条、第２２３条及び 

第２３２条において準用する場合を含む。）

及び第１７９条第１項（第２０４条におい

て準用する場合を含む。）並びに次項に規

定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

附 則    附 則 

 （虐待の防止に係る経過措置）  （虐待の防止に係る経過措置） 

１９ 令和９年３月３１日までの間、新条例

第３６条（第７６条において準用する場合

に限る。）の規定の適用については、新条

例第３６条中「講じなければ」とあるのは

「講じるように努めなければ」とし、新条

例第７４条の規定の適用については、新条

例第７４条中「、次に」とあるのは「、虐

待の防止のための措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努めるとともに、

次に」と、「重要事項」とあるのは「重要

事項（虐待の防止のための措置に関する事

項を除く。）」とする。 

１９ 令和６年３月３１日までの間、新条例

第２５条（新条例第４４条において準用す

る場合を含む。）、第５４条、第６５条、

第７４条、第８５条、第１０６条（新条例

第１３５条及び第１４２条において準用す

る場合を含む。）、第１２５条、第１４９

条、第１６４条、第１８２条、第２０１条

及び第２１２条（新条例第２２３条及び第

２３２条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、これらの規定中

「、次に」とあるのは「、虐待の防止のた

めの措置に関する事項に関する規程を定め 

ておくよう努めるとともに、次に」と、

「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待 

の防止のための措置に関する事項を除 

く。）」とし、新条例第３６条（第３号に

係る部分を除く。）（新条例第４４条、第
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５７条、第６７条、第７６条、第９１条、

第１１１条（新条例第１２８条において準

用する場合を含む。）、第１３５条、第１

４２条、第１５２条（新条例第１６７条に

おいて準用する場合を含む。）、第１８７

条、第２０４条、第２１８条、第２２３条

及び第２３２条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、新条例第

３６条中「講じなければ」とあるのは「講

じるように努めなければ」とする。 

  

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置）  （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

２０ 令和９年３月３１日までの間、新条例

第２７条（第７６条において準用する場合

に限る。）の規定の適用については、新条

例第２７条第１項中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなければ」と、同

条第２項中「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と、同条第

３項中「行うものとする」とあるのは「行

うよう努めるものとする」とする。 

２０ 令和６年３月３１日までの間、新条例

第２７条（新条例第４４条、第５７条、第

６７条、第７６条、第９１条、第１１１条

（新条例第１２８条において準用する場合

を含む。）、第１３５条、第１４２条、第

１５２条（新条例第１６７条において準用

する場合を含む。）、第１８７条、第２０

４条、第２１８条、第２２３条及び第２３

２条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、新条例第２７条第１

項中「講じなければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」と、同条第２項中「実

施しなければ」とあるのは「実施するよう

努めなければ」と、同条第３項中「行うも

のとする」とあるのは「行うよう努めるも

のとする」とする。 

  

  
第２条 八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関

する条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （管理者） （管理者） 

第４７条 指定介護予防訪問看護事業者は、

指定介護予防訪問看護ステーションごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定介護予

防訪問看護ステーションの管理上支障がな

い場合は、当該指定介護予防訪問看護ステ

ーションの他の職務に従事し、又は他の事

業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

第４７条 指定介護予防訪問看護事業者は、

指定介護予防訪問看護ステーションごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定介護予

防訪問看護ステーションの管理上支障がな

い場合は、当該指定介護予防訪問看護ステ

ーションの他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （記録の整備） （記録の整備） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 
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２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者

に対する指定介護予防訪問看護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者

に対する指定介護予防訪問看護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から２年間保存しなければならない。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑸ 第５９条第９号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

 ⑹ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑺ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑻ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び処置について

の記録 

  

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） （指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第５９条 看護師等の行う指定介護予防訪問

看護の方針は、第４５条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

第５９条 看護師等の行う指定介護予防訪問

看護の方針は、第４５条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

 

 ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

⑽ （略）  ⑻ （略） 

⑾ （略）  ⑼ （略） 

⑿ （略）  ⑽ （略） 

⒀ （略）  ⑾ （略） 

⒁ （略）  ⑿ （略） 

⒂ （略）  ⒀ （略） 

⒃ 第１号から第１４号までの規定は、前

号に規定する介護予防訪問看護計画書の

変更について準用する。 

⒁ 第１号から第１２号までの規定は、前

号に規定する介護予防訪問看護計画書の

変更について準用する。 

⒄ 当該指定介護予防訪問看護事業所が指

定介護予防訪問看護を担当する医療機関

である場合にあっては、第２号から第６

号まで、第９号及び第１２号から前号ま

での規定にかかわらず、介護予防訪問看

護計画書及び介護予防訪問看護報告書の

⒂ 当該指定介護予防訪問看護事業所が指

定介護予防訪問看護を担当する医療機関

である場合にあっては、第２号から第６

号まで及び第１０号から第１４号までの

規定にかかわらず、介護予防訪問看護計

画書及び介護予防訪問看護報告書の作成
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作成及び提出は、診療録その他の診療に 

関する記録（以下「診療記録」という。）

への記載をもって代えることができる。 

及び提出は、診療録その他の診療に関す

る記録（以下「診療記録」という。）へ

の記載をもって代えることができる。 

  

（主治の医師との関係） （主治の医師との関係） 

第６０条 （略） 第６０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前条第１７号の規定は、主治の医師の文

書による指示について準用する。 

４ 前条第１５号の規定は、主治の医師の文

書による指示について準用する。 

  

第６２条 （略） 第６２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者が法第１１５条の１１の規定により準

用される法第７２条第１項の規定により法

第５３条第１項本文の指定があったものと

みなされた介護老人保健施設又は介護医療

院である場合については、八王子市介護老

人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例（令和３年八王子市

条例第８６号。第８０条第４項及び第１４

５条第１項第１号において「介護老人保健

施設基準条例」という。）第３条又は八王

子市介護医療院の人員、施設及び設備並び

に運営の基準に関する条例（令和３年八王

子市条例第８７号。第８０条第４項及び第

１４５条第１項第４号において「介護医療

院基準条例」という。）第４条に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者が指定訪問リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第８６条第

１項に規定する指定訪問リハビリテーショ

ン事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビ

リテーションの事業と指定訪問リハビリテ

ーション（指定居宅サービス等基準条例第

８５条に規定する指定訪問リハビリテーシ

ョンをいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定居宅サービス等基準

条例第８６条第１項から第３項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前３項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者が指定訪問リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第８６条第

１項に規定する指定訪問リハビリテーショ

ン事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビ

リテーションの事業と指定訪問リハビリテ

ーション（指定居宅サービス等基準条例第

８５条に規定する指定訪問リハビリテーシ

ョンをいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定居宅サービス等基準

条例第８６条第１項に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって、第１項に規

定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第６６条 （略） 第６６条 （略） 
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２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者は、利用者に対する指定介護予防訪問

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者は、利用者に対する指定介護予防訪問

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑶ 第６９条第１１号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 

⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

⑸ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び処置について

の記録 

  

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第６９条 指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの提供は理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし、その方針は、

第６１条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

第６９条 指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの提供は理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし、その方針は、

第６１条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 医師及び理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士は、リハビリテーションを受

けていた医療機関から退院した利用者に

係る介護予防訪問リハビリテーション計

画の作成に当たっては、当該医療機関が

作成したリハビリテーション実施計画書

等により、当該利用者に係るリハビリテ

ーションの情報を把握しなければならな

い。 

 

⑹ （略） ⑸ （略） 

 ⑺ 指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者（第８０条第１項に規定す

る指定介護予防通所リハビリテーション

事業者をいう。）の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議の開催等

を通じて、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し、介護予防訪問リ

ハビリテーション及び介護予防通所リハ

⑹ 指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者が指定介護予防通所リハビリテー

ション事業者（第８０条第１項に規定す

る指定介護予防通所リハビリテーション

事業者をいう。）の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議の開催等

を通じて、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し、介護予防訪問リ

ハビリテーション及び介護予防通所リハ
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ビリテーションの目標及び当該目標を踏

まえたリハビリテーション提供内容につ

いて整合性のとれた介護予防訪問リハビ

リテーション計画を作成した場合につい

ては、第９３条第２号から第６号までに

規定する介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を満たすことをもっ

て、第２号から前号までに規定する基準

を満たしているものとみなすことができ

る。 

ビリテーションの目標及び当該目標を踏

まえたリハビリテーション提供内容につ

いて整合性のとれた介護予防訪問リハビ

リテーション計画を作成した場合につい

ては、第９３条第２号から第５号までに

規定する介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を満たすことをもっ

て、第２号から前号までに規定する基準

を満たしているものとみなすことができ

る。 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

 ⑽ 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

 

 ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑿ （略）  ⑼ （略） 

 ⒀ （略）  ⑽ （略） 

 ⒁ （略）  ⑾ （略） 

 ⒂ （略）  ⑿ （略） 

 ⒃ （略）  ⒀ （略） 

 ⒄ 第１号から第１５号までの規定は、前

号に規定する介護予防訪問リハビリテー

ション計画の変更について準用する。 

 ⒁ 第１号から第１２号までの規定は、前

号に規定する介護予防訪問リハビリテー

ション計画の変更について準用する。 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第７５条 （略） 第７５条 （略） 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、 

利用者に対する指定介護予防居宅療養管理

指導の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、 

利用者に対する指定介護予防居宅療養管理

指導の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑴ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑵ 第７８条第１項第４号、第２項第４号

及び第３項第４号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 

 ⑶ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑵ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑶ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３５条第２項  ⑷ 次条において準用する第３５条第２項
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の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

  

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的

取扱方針） 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的

取扱方針） 

第７８条 医師又は歯科医師の行う指定介護

予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。 

第７８条 医師又は歯科医師の行う指定介護

予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

 

 ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑸ 第２号に規定する利用者又はその家族

に対する指導又は助言については、療養

上必要な事項等を記載した文書を交付す

るよう努めなければならない。 

 ⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に

対する指導又は助言については、療養上

必要な事項等を記載した文書を交付する

よう努めなければならない。 

 ⑹ （略）  ⑷ （略） 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

 ⑻ （略）  ⑹ （略） 

 ⑼ （略）  ⑺ （略） 

２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理

指導の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理

指導の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

 

 ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑸ （略）  ⑶ （略） 

 ⑹ （略）  ⑷ （略） 

 ⑺ （略）  ⑸ （略） 

 ⑻ （略）  ⑹ （略） 

 ⑼ （略）  ⑺ （略） 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介

護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介

護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用
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者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

 ⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑸ （略）  ⑶ （略） 

 ⑹ （略）  ⑷ （略） 

  

第８０条 （略） 第８０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が法第１１５条の１１の規定により準

用される法第７２条第１項の規定により法

第５３条第１項本文の指定があったものと

みなされた介護老人保健施設又は介護医療

院である場合については、介護老人保健施

設基準条例第３条又は介護医療院基準条例

第４条に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が指定通所リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第１２８条

第１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハ

ビリテーションの事業と指定通所リハビリ

テーション（指定居宅サービス等基準条例

第１２７条に規定する指定通所リハビリテ

ーションをいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、指定居宅サービス等

基準条例第１２８条第１項から第４項まで

に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者が指定通所リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第１２８条

第１項に規定する指定通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハ

ビリテーションの事業と指定通所リハビリ

テーション（指定居宅サービス等基準条例

第１２７条に規定する指定通所リハビリテ

ーションをいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、指定居宅サービス等

基準条例第１２８条第１項から第３項まで

に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前３項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

  

（記録の整備） （記録の整備） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は、利用者に対する指定介護予防通所

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事

業者は、利用者に対する指定介護予防通所

リハビリテーションの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑵ 次条において準用する第１９条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 
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 ⑶ 第９３条第１１号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

 

 ⑷ 次条において準用する第２２条の規定

による市町村への通知に係る記録 

 ⑶ 次条において準用する第２２条に規定

する市町村への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３３条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑷ 次条において準用する第３３条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３５条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑸ 次条において準用する第３５条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

  

（指定介護予防通所リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

（指定介護予防通所リハビリテーションの

具体的取扱方針） 

第９３条 指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの方針は、第７９条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

第９３条 指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの方針は、第７９条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 医師等の従業者は、リハビリテーショ

ンを受けていた医療機関から退院した利

用者に係る介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画の作成に当たっては、当該医療

機関が作成したリハビリテーション実施

計画書等により、当該利用者に係るリハ

ビリテーションの情報を把握しなければ

ならない。 

 

 ⑹ （略）  ⑸ （略） 

 ⑺ 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者が指定介護予防訪問リハビリテー 

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、 

リハビリテーション会議（医師が参加し

た場合に限る。）の開催等を通じて、利

用者の病状、心身の状況、希望及びその

置かれている環境に関する情報を構成員

と共有し、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン及び介護予防通所リハビリテーショ

ンの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーション提供内容について整合性の

とれた介護予防通所リハビリテーション

計画を作成した場合については、第６９

条第２号から第６号までに規定する介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を満たすことをもって、第２号か

ら前号までに規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

 ⑹ 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者が指定介護予防訪問リハビリテー 

ション事業者の指定を併せて受け、かつ、 

リハビリテーション会議（医師が参加し

た場合に限る。）の開催等を通じて、利

用者の病状、心身の状況、希望及びその

置かれている環境に関する情報を構成員

と共有し、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン及び介護予防通所リハビリテーショ

ンの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーション提供内容について整合性の

とれた介護予防通所リハビリテーション

計画を作成した場合については、第６９

条第２号から第５号までに規定する介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を満たすことをもって、第２号か

ら前号までに規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

 ⑽ 指定介護予防通所リハビリテーション

の提供に当たっては、当該利用者又は他
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の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

 ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑿ （略）  ⑼ （略） 

 ⒀ （略）  ⑽ （略） 

 ⒁ （略）  ⑾ （略） 

 ⒂ （略）  ⑿ （略） 

⒃ 第１号から第１４号までの規定は、前

号に規定する介護予防通所リハビリテー

ション計画の変更について準用する。 

⒀ 第１号から第１１号までの規定は、前

号に規定する介護予防通所リハビリテー

ション計画の変更について準用する。 

  

第１４５条 指定介護予防短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

第１４５条 指定介護予防短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては、法

に規定する介護老人保健施設として必要

とされる施設及び設備（ユニット型介護

老人保健施設（介護老人保健施設基準条

例第４６条に規定するユニット型介護老

人保健施設をいう。以下同じ。）に関す

るものを除く。）を有することとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては、法

に規定する介護老人保健施設として必要

とされる施設及び設備（ユニット型介護

老人保健施設（八王子市介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営の基

準に関する条例（令和３年八王子市条例

第８６号）第４６条に規定するユニット 

型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）

に関するものを除く。）を有することと

する。 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

 ⑸ 介護医療院である指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては、法に規定

する介護医療院として必要とされる施設

及び設備（ユニット型介護医療院（介護

医療院基準条例第４７条に規定するユニ

ット型介護医療院をいう。第１６２条及

び第１６６条において同じ。）に関する

ものを除く。）を有することとする。 

⑸ 介護医療院である指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては、法に規定

する介護医療院として必要とされる施設

及び設備（ユニット型介護医療院（八王

子市介護医療院の人員、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例（令和３年

八王子市条例第８７号）第４７条に規定

するユニット型介護医療院をいう。第１

６２条及び第１６６条において同じ。）

に関するものを除く。）を有することと

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 
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⑴ 第１条中第８条第２項第２号及び第２３６条の改正規定 公布の日 

⑵ 第２条の規定 令和６年６月１日 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（以下

「新条例」という。）第２９条第３項（新条例第４４条、第５７条、第６７条、

第７６条、第９１条、第１１１条（新条例第１２８条において準用する場合を

含む。）、第１３５条、第１４２条、第１５２条（新条例第１６７条において

準用する場合を含む。）、第１８７条及び第２０４条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあ

るのは「削除」と、新条例第２１６条第３項（新条例第２２３条及び第２３２

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介

護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。」とあるのは「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、新条例第１０４条第５項（新条例

第１２８条、第１３５条及び第１４２条において準用する場合を含む。）、第

１４８条第４項（新条例第１６７条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努

めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第１０９条の２（新条例第

１２８条、第１３５条、第１４２条、第１５２条（新条例第１６７条において

準用する場合を含む。）及び第１８７条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは「するよう努

めなければ」とする。 

（口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 
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５ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第１８０条の２の規定の適

用については、同条中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」

とする。
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第６１号議案 

 

     八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

     設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準に関する条例（平成２５年八王子市条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （管理者）  （管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該単独型・併設型指定介護予防認知症対応
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型通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

型通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、次の各号のいずれにも該当す

る者でなければならない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、次の各号のいずれにも該当す

る者でなければならない。 

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項 

に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の

２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビスをいう。）、指定居宅介護支援（法

第４６条第１項に規定する指定居宅介護

支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。）、指定地域密着

型介護予防サービス若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２５項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは健康

保険法等の一部を改正する法律（平成１

８年法律第８３号）第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規 

定する指定介護療養型医療施設の運営 

（第４４条第７項及び第７１条第９項に

おいて「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について３年以上の経験を有する

者 

 ⑴ 指定居宅サービス（法第４１条第１項 

に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の

２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビスをいう。）、指定居宅介護支援（法

第４６条第１項に規定する指定居宅介護

支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。）、指定地域密着

型介護予防サービス若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２５項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは指定

介護療養型医療施設（健康保険法等の一

部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）附則第１３０条の２第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされ

た同法第２６条の規定による改正前の法

第４８条第１項第３号に規定する指定介

護療養型医療施設をいう。第４４条第６

項において同じ。）の運営（第４４条第

７項及び第７１条第９項において「指定

居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。なお、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該共用

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるもの

とする。なお、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理上支障がない
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型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事

業所等の職務に従事することとしても差し

支えない。 

場合は、当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し、

かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等

の職務に従事することとしても差し支えな

い。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第１１条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者（単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者及び共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、

第２７条に規定する運営規程の概要、介護

予防認知症対応型通所介護従業者（第５条

第１項又は第８条第１項の従業者をいう。

以下同じ。）の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者

の同意を得なければならない。 

第１１条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者（単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者及び共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、

第２７条に規定する運営規程の概要、介護

予防認知症対応型通所介護従業者（第５条

第１項又は第８条第１項の従業者をいう。

以下同じ。）の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者

の同意を文書により得なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書

の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に

掲げるもの（以下この条において「電磁的

方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者は、当該文

書を交付したものとみなす。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書

の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に

掲げるもの（以下この条において「電磁的

方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者は、当該文

書を交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第９

１条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （サービスの提供の記録）  （サービスの提供の記録） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護

を提供した際には、提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録するとともに、利用者

からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護

を提供した際には、提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録するとともに、利用者

からの申出があった場合には、当該記録の

写しの交付その他適切な方法により、その

情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、介護予防認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、全ての介護予防認知症対応型通所介護

従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知

症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、介護予防認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために、外部の研修実施 

機関が行う研修（以下「外部研修」とい 

う。）その他の適切な研修の機会を確保し

なければならない。その際、当該指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者は、全て

の介護予防認知症対応型通所介護従業者 

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必

要な措置を講じなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機関への通報及

び連携体制を整備し、それらを定期的に従

業者に周知するとともに、定期的に避難訓

練、救出訓練その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、非常災害に関する具体的な計

画を策定し、並びに非常災害時の関係機関

への通報及び連携の体制並びに地域との連

携の体制を整備し、これらを定期的に従業

者に周知するとともに、避難訓練、救出訓

練その他必要な訓練を行わなければならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、介護予防認知症対応型通所介護従

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事

項（以下この条において単に「重要事項」

という。）を掲示しなければならない。 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、介護予防認知症対応型通所介護従

業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、重要事項を記載した書面を当該指定

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、前項に規定する事項を記載した書面
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介護予防認知症対応型通所介護事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

を当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同 

項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第２１条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第２１条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第４２条第１１号の規定による身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

 ⑷ 第２４条の規定による市への通知に係

る記録 

 ⑶ 第２４条に規定する市への通知に係る

記録 

 ⑸ 第３６条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑷ 第３６条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑹ 第３７条第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑸ 第３７条第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針） 

 （指定介護予防認知症対応型通所介護の具

体的取扱方針） 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介

護の方針は、第４条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次に掲げるところによるものとする。 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介

護の方針は、第４条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次に掲げるところによるものとする。 

 ⑴～⑼ （略）  ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

 

 ⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 ⑿ （略）  ⑽ （略） 

 ⒀ （略）  ⑾ （略） 
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 ⒁ （略）  ⑿ （略） 

 ⒂ （略）  ⒀ （略） 

 ⒃ 第１号から第１４号までの規定は、前

号に規定する介護予防認知症対応型通所

介護計画の変更について準用する。 

 ⒁ 第１号から第１２号までの規定は、前

号に規定する介護予防認知症対応型通所

介護計画の変更について準用する。 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員

に関する基準を満たす従業者を置いている

ときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の

中欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員

に関する基準を満たす従業者を置いている

ときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の

中欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

 当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設又

は介護医療院 

介護職員   当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護老人福祉

施設、介護老

人保健施設、

指定介護療養 

型 医 療 施 設 

（医療法（昭

和２３年法律

第２０５号）

第７条第２項

第４号に規定

する療養病床

を有する診療

所であるもの

に限る。）又

は介護医療院 

介護職員  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防小規模多機能型 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防小規模多機能型 
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居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、 

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、 

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の他の職務に従事し、又は当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

併設する前条第６項の表の当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同

一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービス

基準条例第６条第１項に規定する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をい

う。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者（指定地域密着型サービス基準条例第

６条第１項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同

じ。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第４７

条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問

介護事業者（八王子市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（令和３年八王子市条例第７９号。

以下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第５条第１項に規定する指定訪問介

護事業者をいう。以下同じ。）又は指定訪

問看護事業者（指定居宅サービス等基準条

例第７０条第１項に規定する指定訪問看護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、一体的な運営を行っている場合に

は、これらの事業に係る職務を含む。）若

しくは法第１１５条の４５第１項に規定す

る介護予防・日常生活支援総合事業（同項

第１号ニに規定する第一号介護予防支援事

業を除く。）に従事することができるもの

とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行

ってはならない。 

２ （略） ２ （略） 
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３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事 

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、 

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、定期的に避難

訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わな

ければならない。 

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、非常災害に関する具体的な

計画を策定し、並びに非常災害時の関係機

関への通報及び連携の体制並びに地域との

連携の体制を整備し、これらを定期的に従

業者に周知するとともに、避難訓練、救出

訓練その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

 

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所における業務の

効率化、介護サービスの質の向上その他の

生産性の向上に資する取組の促進を図るた

め、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介

護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催しなけれ

ばならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第６４条 （略） 第６４条 （略） 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら２年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら２年間保存しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 
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 ⑶ 次条において準用する第２１条第２項

の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

 ⑶ 次条において準用する第２１条第２項

に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

 ⑷ 第５３条第２項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 第５３条第２項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 ⑸ 次条において準用する第２４条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第２４条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑹ 次条において準用する第３６条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３６条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑺ 次条において準用する第３７条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑺ 次条において準用する第３７条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑻ （略）  ⑻ （略） 

  

 （管理者）  （管理者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者は、共同生活住居ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の職務に従事し、又は他の事業所、

施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者は、共同生活住居ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の職務に従事し、又は同一敷地内に

ある他の事業所、施設等若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地

域密着型サービス、指定介護予防サービス

若しくは地域密着型介護予防サービス（サ

テライト型指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所の場合は、本体事業所が提

供する指定介護予防認知症対応型共同生活 

介護を除く。）の事業を行う事業所、病院、 

診療所又は社会福祉施設を管理する者であ

ってはならない。ただし、当該共同生活住

居の管理上支障がない場合は、この限りで

ない。 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地

域密着型サービス、指定介護予防サービス

若しくは地域密着型介護予防サービス（サ

テライト型指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所の場合は、本体事業所が提

供する指定介護予防認知症対応型共同生活

介護を除く。）の事業を行う事業所、病院、 

診療所又は社会福祉施設を管理する者であ 

ってはならない。ただし、これらの事業所、 

施設等が同一敷地内にあること等により当 

該共同生活住居の管理上支障がない場合は、 

この限りでない。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第８１条 （略） 第８１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該指定介護予防認知症対

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、介護従業者の資質の向上のため

に、外部研修その他の適切な研修の機会を

確保しなければならない。その際、当該指
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応型共同生活介護事業者は、全ての介護従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、全ての介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資 

格を有する者その他これに類する者を除 

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件

を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。 

 

 ⑴ 利用者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確

保していること。 

 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等

の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者に係る指定を行った

市町村長に届け出なければならない。 

 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法

律第１１４号）第６条第１７項に規定する 

第二種協定指定医療機関（次項において 

「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第８

項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならない。 

 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。 

 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護  
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事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所に速やかに入居させ

ることができるように努めなければならな

い。 

７ （略） ２ （略） 

８ （略） ３ （略） 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第８５条 （略） 第８５条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者に対する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、利用者に対する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から２年間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第７６条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第７６条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第７８条第２項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑶ 第７８条第２項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 ⑷ 次条において準用する第２４条の規定

による市への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第２４条に規定

する市への通知に係る記録 

 ⑸ 次条において準用する第３６条第２項

の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第３６条第２項

に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑹ 次条において準用する第３７条第２項

の規定による事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

 ⑹ 次条において準用する第３７条第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

 ⑺ （略）  ⑺ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、 

第１５条、第２３条、第２４条、第２６条、 

第２８条の２、第３１条から第３４条まで、 

第３６条から第３９条まで（第３７条第５

項及び第３９条第５項を除く。）、第５３

条の２、第５６条、第５９条、第６１条及

び第６３条の２の規定は、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事業について準

用する。この場合において、第１１条第１

項中「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第８０条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第２８条の２第２項、 

第３１条第２項第１号及び第３号、第３２

条第１項並びに第３７条の２第１号及び第

３号中「介護予防認知症対応型通所介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第２

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、 

第１５条、第２３条、第２４条、第２６条、 

第２８条の２、第３１条から第３４条まで、 

第３６条から第３９条まで（第３７条第５

項及び第３９条第５項を除く。）、第５３

条の２、第５６条、第５９条及び第６１条

の規定は、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業について準用する。この場

合において、第１１条第１項中「第２７条

に規定する運営規程」とあるのは「第８０

条に規定する重要事項に関する規程」と、

同項、第２８条の２第２項、第３１条第２

項第１号及び第３号、第３２条第１項並び

に第３７条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第２６条第２項中 
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６条第２項中「この節」とあるのは「第４

章第４節」と、第３９条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第５

３条の２第１項中「前条第１項」とあるの

は「第７８条第１項」と、第５６条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第５９条中 

「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。 

「この節」とあるのは「第４章第４節」と、 

第３９条第１項中「介護予防認知症対応型

通所介護について知見を有する者」とある

のは「介護予防認知症対応型共同生活介護

について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、第５３条の２第１項

中「前条第１項」とあるのは「第７８条第

１項」と、第５６条中「介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第５９条中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者」と読み替えるものとする。 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第９１条 指定地域密着型介護予防サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

スの提供に当たる者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規 

定において書面（書面、書類、文書、謄本、 

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる 

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるもの（第１

４条第１項（第６５条及び第８６条におい

て準用する場合を含む。）及び第７６条第

１項並びに次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録により行うことができる。 

第９１条 指定地域密着型介護予防サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

スの提供に当たる者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規 

定において書面（書面、書類、文書、謄本、 

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる 

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるもの（第１

４条第１項（第６５条及び第８６条におい

て準用する場合を含む。）及び第７６条第

１項並びに次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第１１条第２項及び第９１条第１項の改正規定は、公布の日から施行

する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市
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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準に関する条例（以下「新条例」という。）第３２条第３項（新条例第６５

条及び第８６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とす

る。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、新条例第５３条第３項の規定の適

用については、新条例第５３条第３項中「講じなければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第６３条の２（新条例第８

６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第６

３条の２中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。 
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第６２号議案 

 

八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

 

 八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一

部を改正する条例 

 八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（令和３年八王

子市条例第８４号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、当該指定に

係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護

予防支援の提供に当たる必要な数の保健師

その他の指定介護予防支援に関する知識を

有する職員（以下「担当職員」という。）

を置かなければならない。 

第３条 指定介護予防支援事業者は、当該指

定に係る事業所（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）ごとに１以上の員数の

指定介護予防支援の提供に当たる必要な数

の保健師その他の指定介護予防支援に関す

る知識を有する職員（以下「担当職員」と

いう。）を置かなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、当該指定に係る事業所

ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の
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提供に当たる必要な数の介護支援専門員を

置かなければならない。 

  

 （管理者）  （管理者） 

第４条 指定介護予防支援事業者は、当該指

定に係る事業所（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）ごとに常勤の管理者を

置かなければならない。 

第４条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置

かなければならない。 

２ 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者が前項の規定により

置く管理者は、専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、指定介護予

防支援事業所の管理に支障がない場合は、

当該指定介護予防支援事業所の他の職務に

従事し、又は当該指定介護予防支援事業者

である地域包括支援センターの職務に従事

することができるものとする。 

２ 前項に規定する管理者は、専らその職務 

に従事する者でなければならない。ただし、  

指定介護予防支援事業所の管理に支障がな

い場合は、当該指定介護予防支援事業所の

他の職務に従事し、又は当該指定介護予防

支援事業者である地域包括支援センターの

職務に従事することができるものとする。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者が第１項の規定により置く

管理者は、介護保険法施行規則（平成１１ 

年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第 

１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員 

（以下この項において「主任介護支援専門

員」という。）でなければならない。ただ

し、主任介護支援専門員の確保が著しく困

難である等やむを得ない理由がある場合に

ついては、介護支援専門員（主任介護支援

専門員を除く。）を第１項に規定する管理

者とすることができる。 

 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事す

る者でなければならない。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。 

 

 ⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支

援事業所の介護支援専門員の職務に従事

する場合 

 

 ⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する

場合（その管理する指定介護予防支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 

  

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第１

８条に規定する運営規程の概要その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。 

第５条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第１

８条に規定する運営規程の概要その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を文書により得なければならな

い。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予 ２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予
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防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、介護予防サー

ビス計画が第２条に規定する基本方針及び

利用者の希望に基づき作成されるものであ

り、利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者（法第５３条第１項に規定する指定 

介護予防サービス事業者をいう。以下同 

じ。）等を紹介するよう求めることができ

ること等につき説明を行い、理解を得なけ

ればならない。 

防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

介護予防サービス計画が第２条に規定する

基本方針及び利用者の希望に基づき作成さ

れるものであり、利用者は複数の指定介護

予防サービス事業者（法第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービス事業者をい

う。以下同じ。）等を紹介するよう求める

ことができること等につき説明を行い、理

解を得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者につい

て、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員（指定居宅介護支援

事業者である指定介護予防支援事業者の場

合にあっては介護支援専門員。以下この章

及び次章において同じ。）の氏名及び連絡

先を当該病院又は診療所に伝えるよう求め

なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者につい

て、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員の氏名及び連絡先を

当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者

又はその家族から申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、

第７項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を使

用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定介護予防支援事業者は、

当該文書を交付したものとみなす。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者

又はその家族から申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、

第７項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を使

用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定介護予防支援事業者は、

当該文書を交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第３

７条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第１項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防
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支援を行う場合には、それに要した交通費

の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、前項に規定する費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を 

行い、利用者の同意を得なければならな 

い。 

 

  

 （保険給付の請求のための証明書の交付）  （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、提供

した指定介護予防支援について前条第１項

の利用料の支払を受けた場合には、当該利

用料の額等を記載した指定介護予防支援提

供証明書を利用者に対して交付しなければ

ならない。 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、提供

した指定介護予防支援について前条の利用

料の支払を受けた場合には、当該利用料の

額等を記載した指定介護予防支援提供証明

書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

  

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条 地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、法第

１１５条の２３第３項の規定により指定介

護予防支援の一部を委託する場合には、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るため地域包括支援センター

運営協議会（介護保険法施行規則第１４

０条の６６第１号ロ⑵に規定する地域包

括支援センター運営協議会をいう。）の

議を経なければならないこと。 

 ⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るため地域包括支援センター

運営協議会（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１４０条の

６６第１号ロ⑵に規定する地域包括支援

センター運営協議会をいう。）の議を経

なければならないこと。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

 ⑷ 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し、指定介護予防支援の業務を実施する

介護支援専門員が、第２条、この章及び

第４章の規定（第３４条第３１号の規定

を除く。）を遵守するよう措置させなけ

ればならないこと。 

 ⑷ 委託する指定居宅介護支援事業者に対

し、指定介護予防支援の業務を実施する

介護支援専門員が、第２条、この章及び

第４章の規定を遵守するよう措置させな

ければならないこと。 

  

 （勤務体制の確保）  （勤務体制の確保） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の

資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の

資質向上のため、外部の研修実施機関が行

う研修その他の適切な研修の機会を確保し

なければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

（掲示） （掲示） 

第２４条 指定介護予防支援事業者は、指定 第２４条 指定介護予防支援事業者は、指定
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介護予防支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、担当職員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下この条におい

て単に「重要事項」という。）を掲示しな

ければならない。 

介護予防支援事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、担当職員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、重要事項を

記載した書面を当該指定介護予防支援事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、前項の

規定による掲示に代えることができる。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定介護予

防支援事業所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則とし 

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対

する指定介護予防支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対

する指定介護予防支援の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を

記載した介護予防支援台帳 

 ⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を

記載した介護予防支援台帳 

  ア～ウ （略）   ア～ウ （略） 

  エ 第３４条第１６号の規定による評価

の結果の記録 

  エ 第３４条第１５号に規定する評価の

結果の記録 

  オ （略）   オ （略） 

 ⑶ 第３４条第２号の３の規定による身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（第３４条第２号の２及び第２号の３

において「身体的拘束等」という。）の

態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

 ⑷ 第１６条の規定による市町村への通知

に係る記録 

 ⑶ 第１６条に規定する市町村への通知に

係る記録 

 ⑸ 第２８条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑷ 第２８条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑹ 第２９条第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑸ 第２９条第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

  

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針）  （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３４条 指定介護予防支援の方針は、第２

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

第３４条 指定介護予防支援の方針は、第２

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によるものとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑵の２ 指定介護予防支援の提供に当たっ  
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ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

 ⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

 

 ⑶～⒃ （略）  ⑶～⒃ （略） 

 ⒄ 担当職員は、第１４号に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家

族、指定介護予防サービス事業者等との

連絡を継続的に行うこととし、特段の事

情のない限り、次に定めるところにより

行わなければならない。 

 ⒄ 担当職員は、第１４号に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家

族、指定介護予防サービス事業者等との

連絡を継続的に行うこととし、特段の事

情のない限り、次に定めるところにより

行わなければならない。 

  ア 少なくともサービスの提供を開始す

る月の翌月から起算して３月に１回、

利用者に面接すること。 

  ア 少なくともサービスの提供を開始す

る月の翌月から起算して３月に１回及

びサービスの評価期間が終了する月並

びに利用者の状況に著しい変化があっ

たときは、利用者の居宅を訪問し、利

用者に面接すること。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合

であって、サービスの提供を開始する

月の翌月から起算して３月ごとの期間

（以下この号において単に「期間」と

いう。）について、少なくとも連続す

る２期間に１回、利用者の居宅を訪問

し、面接するときは、利用者の居宅を

訪問しない期間において、テレビ電話

装置等を活用して、利用者に面接する

ことができる。 

 

 テレビ電話装置等を活用して面接

を行うことについて、文書により利

用者の同意を得ていること。 

 

 サービス担当者会議等において、 

次に掲げる事項について主治の医 

師、担当者その他の関係者の合意を

得ていること。 

 

ａ 利用者の心身の状況が安定して

いること。 

 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。 

 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等

を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者か

ら提供を受けること。 

 

－104－



  ウ サービスの評価期間が終了する月及

び利用者の状況に著しい変化があった

ときは、利用者の居宅を訪問し、利用

者に面接すること。 

 

  エ 利用者の居宅を訪問しない月（イた

だし書の規定によりテレビ電話装置等 

を活用して利用者に面接する月を除 

く。）においては、可能な限り、指定

介護予防通所リハビリテーション事業

所（指定介護予防サービス等基準条例

第７９条第１項に規定する指定介護予

防通所リハビリテーション事業所をい

う。）を訪問する等の方法により利用

者に面接するよう努めるとともに、当

該面接ができない場合にあっては、電

話等により利用者との連絡を実施する

こと。 

  イ 利用者の居宅を訪問しない月におい

ては、可能な限り、指定介護予防通所

リハビリテーション事業所（指定介護

予防サービス等基準条例第７９条第１

項に規定する指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所をいう。）を訪問

する等の方法により利用者に面接する

よう努めるとともに、当該面接ができ

ない場合にあっては、電話等により利

用者との連絡を実施すること。 

  オ （略）   ウ （略） 

 ⒅～  （略）  ⒅～  （略） 

 指定居宅介護支援事業者である指定介

護予防支援事業者は、法第１１５条の３

０の２第１項の規定により市町村長から

情報の提供を求められた場合には、その

求めに応じなければならない。 

 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第３７条 指定介護予防支援事業者及び指定

介護予防支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の 

有体物をいう。以下この条において同じ。） 

で行うことが規定されている又は想定され

るもの（第８条（第３６条において準用す 

る場合を含む。）及び第３４条第２８号 

（第３６条において準用する場合を含む。） 

並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録により行うことができる。 

第３７条 指定介護予防支援事業者及び指定

介護予防支援の提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の 

有体物をいう。以下この条において同じ。）  

で行うことが規定されている又は想定され

るもの（第８条（第３６条において準用す 

る場合を含む。）及び第３４条第２８号 

（第３６条において準用する場合を含む。）  

並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第５条第４項及び第３７条第１項の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（以下「新条例」とい

う。）第２４条第３項（新条例第３６条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 
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第６３号議案 

 

八王子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例 

 八王子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（令

和３年八王子市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 第１項第１号の医師及び同項第６号の

介護支援専門員の数は、サテライト型居住

施設（八王子市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２５年八王子市条例第１７号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」

という。）第１５１条第４項に規定するサ

テライト型居住施設をいう。以下同じ。）

の本体施設（同項に規定する本体施設をい

う。以下同じ。）である指定介護老人福祉

施設であって、当該サテライト型居住施設

に医師又は介護支援専門員を置かない場合

にあっては、指定介護老人福祉施設の入所

者の数及び当該サテライト型居住施設の入

所者の数の合計数を基礎として算出しなけ

ればならない。 

１０ 第１項第１号の医師及び同項第６号の

介護支援専門員の数は、サテライト型居住

施設（八王子市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２５年八王子市条例第１７号）

第１５１条第４項に規定するサテライト型

居住施設をいう。以下同じ。）の本体施設

（同項に規定する本体施設をいう。以下同

じ。）である指定介護老人福祉施設であっ

て、当該サテライト型居住施設に医師又は 

介護支援専門員を置かない場合にあっては、 

指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当

該サテライト型居住施設の入所者の数の合 

計数を基礎として算出しなければならない。 

 

１１ 指定介護老人福祉施設（離島振興法  
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（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項

の規定により指定された離島振興対策実施

地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和

２９年法律第１８９号）第１条に規定する

奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法

（昭和４４年法律第７９号）第４条第１項

に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置

法（平成１４年法律第１４号）第３条第３

号に規定する離島又は過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和３年法

律第１９号）第２条第２項の規定により公 

示された過疎地域の市町村に所在し、かつ、 

入所定員が３０人の指定介護老人福祉施設

に限る。以下この条において同じ。）に八

王子市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例（令和３ 

年八王子市条例第７９号。次項において 

「指定居宅サービス等基準条例」という。） 

第１３９条第１項に規定する指定短期入所

生活介護事業所又は八王子市指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準に関 

する条例（令和３年八王子市条例第８２号） 

第９７条第１項に規定する指定介護予防短

期入所生活介護事業所（以下この項及び次

項において「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合において

は、当該指定短期入所生活介護事業所等の

医師については、当該指定介護老人福祉施

設の医師により当該指定短期入所生活介護

事業所等の利用者の健康管理が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

１２ 指定介護老人福祉施設に指定居宅サー

ビス等基準条例第１０５条第１項に規定す

る指定通所介護事業所、指定短期入所生活

介護事業所等、指定地域密着型サービス基

準条例第５９条の３第１項に規定する指定

地域密着型通所介護事業所、指定地域密着

型サービス基準条例第６１条第１項に規定

する併設型指定認知症対応型通所介護の事

業を行う事業所又は八王子市指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準に関する条例（平成２５年八

王子市条例第１８号）第５条第１項に規定

する併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所が併設される場合
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においては、当該併設される事業所の生活

相談員、栄養士又は機能訓練指導員につい

ては、当該指定介護老人福祉施設の生活相

談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能

訓練指導員により当該事業所の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、

これを置かないことができる。 

１３ 指定介護老人福祉施設に指定地域密着

型サービス基準条例第８２条第１項に規定

する指定小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定地域密着型サービス基準条例第１９

１条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所が併設される場合にお

いては、当該指定介護老人福祉施設の介護

支援専門員については、当該併設される事

業所の介護支援専門員により当該指定介護

老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 指定介護老人福祉施設は、指定介護 

福祉施設サービスの提供の開始に際しては、 

あらかじめ、入所申込者又はその家族に対

し、第３０条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の入所申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について入所申込者の同意

を得なければならない。 

第５条 指定介護老人福祉施設は、指定介護 

福祉施設サービスの提供の開始に際しては、 

あらかじめ、入所申込者又はその家族に対

し、第３０条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の入所申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について入所申込者の同意

を文書により得なければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又

はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第

５項で定めるところにより、当該入所申込

者又はその家族の承諾を得て、当該文書に

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合にお

いて、当該指定介護老人福祉施設は、当該

文書を交付したものとみなす。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又

はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第

５項で定めるところにより、当該入所申込

者又はその家族の承諾を得て、当該文書に

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合にお

いて、当該指定介護老人福祉施設は、当該

文書を交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第５

９条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 
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ルに前項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （緊急時等の対応）  （緊急時等の対応） 

第２６条 指定介護老人福祉施設は、現に指

定介護福祉施設サービスの提供を行ってい

るときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため、あらかじめ、第

３条第１項第１号に掲げる医師及び協力医

療機関の協力を得て、当該医師及び当該協

力医療機関との連携方法その他の緊急時等

における対応方法を定めておかなければな

らない。 

第２６条 指定介護老人福祉施設は、現に指

定介護福祉施設サービスの提供を行ってい

るときに入所者の病状の急変が生じた場合

その他必要な場合のため、あらかじめ、第

３条第１項第１号に掲げる医師との連携方

法その他の緊急時等における対応方法を定

めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及

び協力医療機関の協力を得て、１年に１回

以上、緊急時等における対応方法の見直し

を行い、必要に応じて緊急時等における対

応方法の変更を行わなければならない。 

 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第２７条 指定介護老人福祉施設の管理者は、 

専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従

事する常勤の者でなければならない。ただ

し、当該指定介護老人福祉施設の管理上支

障がない場合は、他の事業所、施設等又は

当該指定介護老人福祉施設のサテライト型

居住施設の職務に従事することができる。 

第２７条 指定介護老人福祉施設の管理者は、 

専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従

事する常勤の者でなければならない。ただ

し、当該指定介護老人福祉施設の管理上支

障がない場合は、同一敷地内にある他の事

業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施

設のサテライト型居住施設の職務に従事す

ることができる。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、 

その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該指定介 

護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、 

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者の資質

向上のため、外部の研修実施機関が行う研

修（以下「外部研修」という。）その他の

適切な研修の機会を確保しなければならな 

い。その際、当該指定介護老人福祉施設は、 

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する

者その他これに類する者を除く。）に対し、 

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３４条 指定介護老人福祉施設は、非常災

害に関する具体的計画を立て、非常災害時 

第３４条 指定介護老人福祉施設は、非常災

害に関する具体的計画を策定し、並びに非
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の関係機関への通報及び連携体制を整備し、 

それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難訓練、救出訓練その他必

要な訓練を行わなければならない。 

常災害時の関係機関への通報及び連携体制

並びに地域との連携体制を整備し、これら

を定期的に従業者に周知するとともに、定

期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓

練を行わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力病院等） 

第３６条 指定介護老人福祉施設は、入所者 

の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、 

次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機

関（第３号の要件を満たす協力医療機関に

あっては、病院に限る。）を定めておかな

ければならない。ただし、複数の医療機関

を協力医療機関として定めることにより当

該各号の要件を満たすこととしても差し支

えない。 

第３６条 指定介護老人福祉施設は、入院治

療を必要とする入所者のために、あらかじ

め、協力病院（当該指定介護老人福祉施設

との間で、入所者が医療を必要とした際の

連携協力が合意されている病院をいう。次

条において同じ。）を定めておかなければ

ならない。 

 ⑴ 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該指定介護老人福祉施設からの診療

の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

 

 ⑶ 入所者の病状が急変した場合等におい

て、当該指定介護老人福祉施設の医師又

は協力医療機関その他の医療機関の医師

が診療を行い、入院を要すると認められ

た入所者の入院を原則として受け入れる

体制を確保していること。 

 

２ 指定介護老人福祉施設は、１年に１回以

上、協力医療機関との間で、入所者の病状

が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定介

護老人福祉施設に係る指定を行った市長に

届け出なければならない。 

 

３ 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関 

（次項において「第二種協定指定医療機関」 

という。）との間で、新興感染症（同条第

７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取

り決めるように努めなければならない。 

 

４ 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関

が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応につい
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て協議を行わなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力 

医療機関その他の医療機関に入院した後に、 

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定介護

老人福祉施設に速やかに入所させることが

できるように努めなければならない。 

 

６ （略） ２ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３７条 指定介護老人福祉施設は、当該指

定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力

医療機関、利用料その他のサービスの選択

に資すると認められる重要事項（以下この

条において単に「重要事項」という。）を

掲示しなければならない。 

第３７条 指定介護老人福祉施設は、当該指

定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力

病院、協力歯科医療機関、利用料その他の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記

載した書面を当該指定介護老人福祉施設に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、前項の規定

による掲示に代えることができる。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定介護老人

福祉施設に備え付け、かつ、これをいつで

も関係者に自由に閲覧させることにより、

同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

３ 指定介護老人福祉施設は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

 

  

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

  

第４４条の２ 指定介護老人福祉施設は、当

該指定介護老人福祉施設における業務の効

率化、介護サービスの質の向上その他の生 

産性の向上に資する取組の促進を図るため、 

当該指定介護老人福祉施設における入所者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的

に開催しなければならない。 

 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第４６条 （略） 第４６条 （略） 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す

る指定介護福祉施設サービスの提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間保存しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対す

る指定介護福祉施設サービスの提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１１条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑵ 第１１条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 
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 ⑶ 第１４条第７項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑶ 第１４条第７項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 ⑷ 第２５条の規定による市町村への通知

に係る記録 

 ⑷ 第２５条に規定する市町村への通知に

係る記録 

 ⑸ 第４１条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑸ 第４１条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑹ 第４３条第３項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑹ 第４３条第３項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

  

 （介護）  （介護） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入

居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適

な生活を営むことができるよう、適切な方

法により、入居者に入浴の機会を提供しな

ければならない。ただし、やむを得ない場

合には、清しきを行うことをもって入浴の

機会の提供に代えることができる。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入

居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適

な生活を営むことができるよう、適切な方

法により、入居者に入浴の機会を１週間に 

２回以上提供しなければならない。ただし、 

やむを得ない場合には、清しきを行うこと

をもって入浴の機会の提供に代えることが

できる。 

４～９ （略） ４～９ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従

業者に対し、その資質の向上のための研修 

の機会を確保しなければならない。その際、 

当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する 

者その他これに類する者を除く。）に対し、 

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従

業者の資質向上のため、外部研修その他の

適切な研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該ユニット型指定介護老人

福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理

者は、ユニット型施設の管理等に係る研修

を受講するよう努めなければならない。 

 

６ （略） ５ （略） 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第５９条 指定介護老人福祉施設及びその従

業者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

第５９条 指定介護老人福祉施設及びその従

業者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚に
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よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの（第８条第１項 

（第５８条において準用する場合を含む。） 

及び第１１条第１項（第５８条において準

用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録により行う

ことができる。 

よって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの（第８条第１項 

（第５８条において準用する場合を含む。） 

及び第１１条第１項（第５８条において準

用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第５条第２項及び第５９条第１項の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（以下「新条 

例」という。）第３７条第３項（新条例第５８条において準用する場合を含 

む。）の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則とし 

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」 

とする。 

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

３ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第４４条の２（新条例第５

８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定

中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第３６条第１項（新条例第

５８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規
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定中「定めておかなければ」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とす

る。
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第６４号議案 

 

八王子市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 八王子市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例（令和３年八王子市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項第１号及び第４号から第７号まで

の規定にかかわらず、サテライト型小規模

介護老人保健施設（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以外の

介護老人保健施設若しくは介護医療院又は

病院若しくは診療所（以下「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営され、入所者の

在宅への復帰の支援を目的とする定員２９

人以下の介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）の医師、支援相談員、理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若

しくは管理栄養士又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型小規模

介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に

６ 第１項第１号及び第４号から第７号まで

の規定にかかわらず、サテライト型小規模

介護老人保健施設（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以外の

介護老人保健施設若しくは介護医療院又は

病院若しくは診療所（以下「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営され、入所者の

在宅への復帰の支援を目的とする定員２９

人以下の介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）の医師、支援相談員、理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若

しくは管理栄養士又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める職員により当該サテライト型小規模

介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に
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行われると認められるときは、これを置か

ないことができる。 

行われると認められるときは、これを置か

ないことができる。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 病院 医師又は栄養士若しくは管理栄

養士（病床数１００以上の病院の場合に

限る。） 

 ⑶ 病院 医師、栄養士若しくは管理栄養

士（病床数１００以上の病院の場合に限

る。）又は介護支援専門員（健康保険法

等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第２６条の規定による改正

前の法第４８条第１項第３号に規定する

指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

７ （略） ７ （略） 

  

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第５項

で定めるところにより、当該入所申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により

提供することができる。この場合におい

て、当該介護老人保健施設は、当該文書を

交付したものとみなす。 

２ 介護老人保健施設は、入所申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第５項

で定めるところにより、当該入所申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により

提供することができる。この場合におい

て、当該介護老人保健施設は、当該文書を

交付したものとみなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第５

８条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

第１８条 介護老人保健施設の医師は、入所

者の病状からみて当該介護老人保健施設に

おいて自ら必要な医療を提供することが困

難であると認めたときは、協力医療機関そ

の他適当な病院若しくは診療所への入院の

ための措置を講じ、又は他の医師の対診を

求める等診療について適切な措置を講じな

第１８条 介護老人保健施設の医師は、入所

者の病状からみて当該介護老人保健施設に

おいて自ら必要な医療を提供することが困

難であると認めたときは、協力病院（当該

介護老人保健施設との間で、入所者が医療

を必要とした際の連携協力が合意されてい

る病院をいう。以下同じ。）その他適当な
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ければならない。 病院若しくは診療所への入院のための措置

を講じ、又は他の医師の対診を求める等診

療について適切な措置を講じなければなら

ない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第２７条 介護老人保健施設の管理者は、専

ら当該介護老人保健施設の職務に従事する

常勤の者でなければならない。ただし、当

該介護老人保健施設の管理上支障のない場

合は、他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとし、管理者が本体施

設（介護老人保健施設に限る。以下この条

において同じ。）に従事する場合であっ

て、当該本体施設の管理上支障のない場合

は、サテライト型小規模介護老人保健施

設、サテライト型特定施設（八王子市指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準に関する条例（平成２５年八

王子市条例第１７号。以下この条において

「指定地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第１３０条第４項に規定するサテラ

イト型特定施設をいう。）又はサテライト

型居住施設（指定地域密着型サービス基準

条例第１５１条第４項に規定するサテライ

ト型居住施設をいう。）の職務に従事する

ことができるものとする。 

第２７条 介護老人保健施設の管理者は、専

ら当該介護老人保健施設の職務に従事する

常勤の者でなければならない。ただし、当

該介護老人保健施設の管理上支障のない場

合は、同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものと

し、管理者が本体施設（介護老人保健施設

に限る。以下この条において同じ。）に従

事する場合であって、当該本体施設の管理

上支障のない場合は、サテライト型小規模

介護老人保健施設、サテライト型特定施設

（八王子市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２５年八王子市条例第１７号。以下

この条において「指定地域密着型サービス

基準条例」という。）第１３０条第４項に

規定するサテライト型特定施設をいう。）

又はサテライト型居住施設（指定地域密着

型サービス基準条例第１５１条第４項に規

定するサテライト型居住施設をいう。）の

職務に従事することができるものとする。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 介護老人保健施設は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該介護老人保健

施設は、全ての従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資

格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 介護老人保健施設は、従業者の資質向上

のため、外部の研修実施機関が行う研修

（以下「外部研修」という。）その他の適

切な研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該介護老人保健施設は、全

ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３４条 介護老人保健施設は、非常災害に

関する具体的計画を立て、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

第３４条 介護老人保健施設は、非常災害に

関する具体的な計画を策定し、並びに非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制並
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れらを定期的に従業者に周知するとともに、

定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な

訓練を行わなければならない。 

びに地域との連携体制を整備し、これらを

定期的に従業者に周知するとともに、避難

訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わな

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３５条 （略） 第３５条 （略） 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健

施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健

施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 ⑴ 当該介護老人保健施設における感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 ⑴ 当該介護老人保健施設における感染症

又は食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 ⑵ 当該介護老人保健施設における感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

 ⑵ 当該介護老人保健施設における感染症

又は食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

 ⑶・⑷ （略）  ⑶・⑷ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力病院） 

第３６条 介護老人保健施設は、入所者の病

状の急変等に備えるため、あらかじめ、次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあ

っては、病院に限る。）を定めておかなけ

ればならない。ただし、複数の医療機関を

協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支え

ない。 

第３６条 介護老人保健施設は、入所者の病

状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力病院を定めておかなければならない。 

 ⑴ 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該介護老人保健施設からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。 

 

 ⑶ 入所者の病状が急変した場合等におい

て、当該介護老人保健施設の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診

療を行い、入院を要すると認められた入

所者の入院を原則として受け入れる体制

を確保していること。 

 

２ 介護老人保健施設は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、入所者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに、
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協力医療機関の名称等を、当該介護老人保

健施設に係る許可を行った市長に届け出な

ければならない。 

３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１

７項に規定する第二種協定指定医療機関

（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第８項に規定する指定感染症

又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を

取り決めるように努めなければならない。 

 

４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければならない。 

 

５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当

該入所者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該介護老人保

健施設に速やかに入所させることができる

ように努めなければならない。 

 

６ （略） ２ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３７条 介護老人保健施設は、当該介護老

人保健施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、従業者の勤務の体制、協力医療機

関、利用料その他のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項（以下この条にお

いて単に「重要事項」という。）を掲示し

なければならない。 

第３７条 介護老人保健施設は、当該介護老

人保健施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、従業者の勤務の体制、協力病院、協

力歯科医療機関、利用料その他のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲

示しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、重要事項を記載し

た書面を当該介護老人保健施設に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより、前項の規定による

掲示に代えることができる。 

２ 介護老人保健施設は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該介護老人保健施設

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

３ 介護老人保健施設は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

 

  

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

 

第４３条の２ 介護老人保健施設は、当該介

護老人保健施設における業務の効率化、介

護サービスの質の向上その他の生産性の向
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上に資する取組の促進を図るため、当該介

護老人保健施設における入所者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催しな

ければならない。 

  

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介

護保健施設サービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介

護保健施設サービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年

間保存しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第１１条第４項の規定による居宅にお

いて日常生活を営むことができるかどう

かについての検討の内容等の記録 

 ⑵ 第１１条第４項に規定する居宅におい

て日常生活を営むことができるかどうか

についての検討の内容等の記録 

 ⑶ 第１２条第２項の規定による提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第１２条第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 

 ⑷ 第１５条第５項の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 

 ⑷ 第１５条第５項に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

 ⑸ 第２６条の規定による市町村への通知

に係る記録 

 ⑸ 第２６条に規定する市町村への通知に

係る記録 

 ⑹ 第４０条第２項の規定による苦情の内

容等の記録 

 ⑹ 第４０条第２項に規定する苦情の内容

等の記録 

 ⑺ 第４２条第３項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 ⑺ 第４２条第３項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録 

  

 （看護及び医学的管理の下における介護）  （看護及び医学的管理の下における介護） 

第５１条 （略） 第５１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者

が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生

活を営むことができるよう、適切な方法に

より、入居者に入浴の機会を提供しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない場合

は、清しきを行うことをもって入浴の機会

の提供に代えることができる。 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者

が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生

活を営むことができるよう、適切な方法に

より、入居者に入浴の機会を１週間に２回

以上提供しなければならない。ただし、や

むを得ない場合は、清しきを行うことをも

って入浴の機会の提供に代えることができ

る。 

４～８ （略） ４～８ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５５条 （略） 第５５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者

に対し、その資質の向上のための研修の機

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者

の資質向上のため、外部研修その他の適切
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会を確保しなければならない。その際、当

該ユニット型介護老人保健施設は、全ての

従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知

症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

な研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該ユニット型介護老人保健施設

は、全ての従業者（看護師、准看護師、介

護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設の管理者

は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。 

 

６ （略） ５ （略） 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第５８条 介護老人保健施設及びその従業者

は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの（第９条第１項（前

条において準用する場合を含む。）及び第

１２条第１項（前条において準用する場合

を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録により行うことができ

る。 

第５８条 介護老人保健施設及びその従業者

は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの（第９条第１項（前

条において準用する場合を含む。）及び第

１２条第１項（前条において準用する場合

を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第６条第２項第２号及び第５８条第１項の改正規定は、公布の日から

施行する。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

２ 施行日から令和９年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（以下
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「新条例」という。）第３６条第１項（第５７条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、新条例第３６条第１項中「定めておかなけれ

ば」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、新条例第３７条第３項（第５７条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護老人

保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

」とあるのは「削除」とする。 

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第４３条の２（第５７条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第４３条の２

中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。 
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第６５号議案 

 

八王子市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例 

 八王子市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（令

和３年八王子市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族

からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第５項で定め

るところにより、当該入所申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該

介護医療院は、当該文書を交付したものと

みなす。 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族

からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第５項で定め

るところにより、当該入所申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該

介護医療院は、当該文書を交付したものと

みなす。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第５

 ⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する
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９条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置

等） 

第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病

状からみて当該介護医療院において自ら必

要な医療を提供することが困難であると認

めたときは、協力医療機関その他適当な病

院若しくは診療所への入院のための措置を

講じ、又は他の医師の対診を求める等診療

について適切な措置を講じなければならな

い。 

第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病

状からみて当該介護医療院において自ら必

要な医療を提供することが困難であると認

めたときは、協力病院（当該介護医療院と

の間で、入所者が医療を必要とした際の連

携協力が合意されている病院をいう。以下

同じ。）その他適当な病院若しくは診療所

への入院のための措置を講じ、又は他の医

師の対診を求める等診療について適切な措

置を講じなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第２８条 介護医療院の管理者は、専ら当該

介護医療院の職務に従事する常勤の者でな

ければならない。ただし、当該介護医療院

の管理上支障のない場合は、他の事業所若

しくは施設等又はサテライト型特定施設

（八王子市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２５年八王子市条例第１７号）第１

３０条第４項に規定するサテライト型特定

施設をいう。）若しくはサテライト型居住

施設（同条例第１５１条第４項に規定する

サテライト型居住施設をいう。）の職務に

従事することができるものとする。 

第２８条 介護医療院の管理者は、専ら当該

介護医療院の職務に従事する常勤の者でな

ければならない。ただし、当該介護医療院

の管理上支障のない場合は、同一敷地内に

ある他の事業所若しくは施設等又はサテラ

イト型特定施設（八王子市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例（平成２５年八王子市条例

第１７号）第１３０条第４項に規定するサ

テライト型特定施設をいう。）若しくはサ

テライト型居住施設（同条例第１５１条第

４項に規定するサテライト型居住施設をい

う。）の職務に従事することができるもの

とする。 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 介護医療院は、従業者に対し、その資質

の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。その際、当該介護医療

院は、全ての従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第

２項に規定する政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 介護医療院は、従業者の資質向上のた

め、外部の研修実施機関が行う研修（以下

「外部研修」という。）その他の適切な研

修の機会を確保しなければならない。その

際、当該介護医療院は、全ての従業者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならない。 
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４ （略） ４ （略） 

  

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３５条 介護医療院は、非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備し、それらを

定期的に従業者に周知するとともに、定期

的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練

を行わなければならない。 

第３５条 介護医療院は、非常災害に関する

具体的計画を策定し、並びに非常災害時の

関係機関への通報及び連携体制並びに地域

との連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

 ⑴ 当該介護医療院における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 ⑴ 当該介護医療院における感染症又は食

中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該介護医療院における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

 ⑵ 当該介護医療院における感染症又は食

中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

 ⑶・⑷ （略）  ⑶・⑷ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

 （協力医療機関等）  （協力病院） 

第３７条 介護医療院は、入所者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、次の各号

に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３

号の要件を満たす協力医療機関にあって

は、病院に限る。）を定めておかなければ

ならない。ただし、複数の医療機関を協力

医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えな

い。 

第３７条 介護医療院は、入所者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、協力病院

を定めておかなければならない。 

 ⑴ 入所者の病状が急変した場合等におい

て医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

 

 ⑵ 当該介護医療院からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常

時確保していること。 

 

 ⑶ 入所者の病状が急変した場合等におい

て、当該介護医療院の医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行
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い、入院を要すると認められた入所者の

入院を原則として受け入れる体制を確保

していること。 

２ 介護医療院は、１年に１回以上、協力医

療機関との間で、入所者の病状が急変した

場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、当該介護医療院に係る

許可を行った市長に届け出なければならな

い。 

 

３ 介護医療院は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号）第６条第１７項に規

定する第二種協定指定医療機関（次項にお

いて「第二種協定指定医療機関」という。）

との間で、新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症、同条第

８項に規定する指定感染症又は同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

 

４ 介護医療院は、協力医療機関が第二種協

定指定医療機関である場合においては、当

該第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。 

 

５ 介護医療院は、入所者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該入所

者の病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、再び当該介護医療院に速や

かに入所させることができるように努めな

ければならない。 

 

６ （略） ２ （略） 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３８条 介護医療院は、当該介護医療院の

見やすい場所に、運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、協力医療機関、利用料その

他のサービスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において単に「重要

事項」という。）を掲示しなければならな

い。 

第３８条 介護医療院は、当該介護医療院の

見やすい場所に、運営規程の概要、従業者

の勤務の体制、協力病院、利用料その他の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 

２ 介護医療院は、重要事項を記載した書面

を当該介護医療院に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、前項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

２ 介護医療院は、前項に規定する事項を記

載した書面を当該介護医療院に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

３ 介護医療院は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。 

 

  

 （入所者の安全並びに介護サービスの質の  
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確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置） 

第４４条の２ 介護医療院は、当該介護医療

院における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取

組の促進を図るため、当該介護医療院にお

ける入所者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催しなければならない。 

 

  

 （看護及び医学的管理の下における介護）  （看護及び医学的管理の下における介護） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ ユニット型介護医療院は、入居者が身体

の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営

むことができるよう、適切な方法により、

入居者に入浴の機会を提供しなければなら

ない。ただし、やむを得ない場合には、清

しきを行うことをもって入浴の機会の提供

に代えることができる。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者が身体

の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営

むことができるよう、適切な方法により、

入居者に入浴の機会を１週間に２回以上提

供しなければならない。ただし、やむを得

ない場合には、清しきを行うことをもって

入浴の機会の提供に代えることができる。 

４～８ （略） ４～８ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対

し、その資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。その際、

当該ユニット型介護医療院は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、従業者の資質

向上のため、外部研修その他の適切な研修

の機会を確保しなければならない。その際、

当該ユニット型介護医療院は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

５ ユニット型介護医療院の管理者は、ユニ

ット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。 

 

６ （略） ５ （略） 

  

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第５９条 介護医療院及びその従業者は、作

成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において

第５９条 介護医療院及びその従業者は、作

成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において
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同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１０条第１項（第５８

条において準用する場合を含む。）及び第

１３条第１項（第５８条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するもの

を除く。）については、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録により行うことが

できる。 

同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１０条第１項（第５８

条において準用する場合を含む。）及び第

１３条第１項（第５８条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するもの

を除く。）については、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

２ （略） ２ （略） 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第７条第２項第２号及び第５９条の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

２ 施行日から令和９年３月３１日までの間、この条例による改正後の八王子市

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（以下「新条

例」という。）第３７条第１項（第５８条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、新条例第３７条第１項中「定めておかなければ」とあ

るのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、新条例第３８条第３項（第５８条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護医療

院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは「削除」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第４４条の２（第５８条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第４４条の２

中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 
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第６６号議案 

 

八王子市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例を廃止する条例設定について 

 

八王子市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例を

廃止する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫 

 

 

八王子市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条

例を廃止する条例 

八王子市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

（令和３年八王子市条例第８８号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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第６７号議案 

 

     八王子市企業立地支援条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

 

 八王子市企業立地支援条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものと

する。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

   八王子市企業立地支援条例の一部を改正する条例 

 八王子市企業立地支援条例（平成１６年八王子市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

２ この条例は、令和１１年３月３１日限

り、その効力を失う。 

２ この条例は、平成３６年３月３１日限

り、その効力を失う。 

３ （略） ３ （略） 

  

  
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第６８号議案 

 

     八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について       

 

 八王子市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和６年２月２２日 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫 

 

 

   八王子市手数料条例の一部を改正する条例 

 八王子市手数料条例（昭和２４年八王子市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 １～３ （略）  １～３ （略） 

 ４ 申請手数料  ４ 申請手数料 

  ⑴～⒂ （略）   ⑴～⒂ （略） 

  ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係   ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １ 法第６条第４項

（法第８７条第

１項において準

用する場合を含 

確認申請手

数料 

確認申請手数料の額は確認申請

１件につき、次のアからエまで

に掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲げ 

  １ 法第６条第４項

（法第８７条第

１項において準

用する場合を含 

確認申請手

数料 

確認申請手数料の額は確認申請

１件につき、次のアからエまで

に掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲げ 

 

  む。）の規定に

基づく建築物に

関する確認の申

請に対する審査 

 る額（申請に係る計画に法第６

条の３第１項ただし書の規定に

基づき、構造計算に関する高度

の専門的知識及び技術を有する

者として国土交通省令で定める

要件を備える者（以下「特定建

築基準適合判定資格者」とい

う。）である建築主事又は建築

副主事（以下「建築主事等」と

いう。）が、建築基準法施行令

（以下この号において「令」と

いう。）第９条の３の規定によ

る特定構造計算基準又は特定増

改築構造計算基準に適合するか

どうかの審査（以下「特定建築

基準適合審査」という。）をす

る部分が含まれる場合において

は当該部分ごとに２の項に掲げ

る額の手数料を加えた額、法第

８７条の４に規定する昇降機に

   む。）の規定に

基づく建築物に

関する確認の申

請に対する審査 

 る額（申請に係る計画に法第６

条の３第１項ただし書の規定に

基づき、構造計算に関する高度

の専門的知識及び技術を有する

者として国土交通省令で定める

要件を備える者（以下「特定建

築基準適合判定資格者」とい

う。）である建築主事が、建築

基準法施行令（以下この号にお

いて「令」という。）第９条の

３の規定による特定構造計算基

準又は特定増改築構造計算基準

に適合するかどうかの審査（以

下「特定建築基準適合審査」と

いう。）をする部分が含まれる

場合においては当該部分ごとに

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、法第８７条の４に規定

する昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては当該昇降機１
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係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について３

の項又は４の項に掲げる額の手

数料を加えた額） 

基について３の項又は４の項に

掲げる額の手数料を加えた額） 

     ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

      ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 
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249,000円 249,000円 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

 

    ア～エ （略）      ア～エ （略）  

 ２～１

５ 

（略） （略） （略）   ２～１

５ 

（略） （略） （略）  

 １６ 法第１８条第３

項（法第８７条

第１項において

準用する場合を

含む。）の規定

に基づく建築物

に関する計画の

通知に対する審

査 

計画通知手

数料 

計画通知手数料の額は、計画通

知１件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出し

た床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に係る計画に法第

１８条第４項ただし書の規定に

基づき、特定建築基準適合判定

資格者である建築主事等が、特

定建築基準適合審査をする部分

が含まれる場合においては当該

部分ごとに１７の項に掲げる額

の手数料を加えた額、法第８７

条の４に規定する昇降機に係る

部分が含まれる場合においては

当該昇降機１基について１８の

項又は１９の項に掲げる額の手

数料を加えた額） 

  １６ 法第１８条第３

項（法第８７条

第１項において

準用する場合を

含む。）の規定

に基づく建築物

に関する計画の

通知に対する審

査 

計画通知手

数料 

計画通知手数料の額は、計画通

知１件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出し

た床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に係る計画に法第

１８条第４項ただし書の規定に

基づき、特定建築基準適合判定

資格者である建築主事が、特定

建築基準適合審査をする部分が

含まれる場合においては当該部

分ごとに１７の項に掲げる額の

手数料を加えた額、法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては当

該昇降機１基について１８の項

又は１９の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

      ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも
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の 

14,000円 

の 

14,000円 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

249,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

249,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

 

    ア～エ （略）      ア～エ （略）  

 １７～

８３ 

（略） （略） （略）   １７～

８３ 

（略） （略） （略）  

 ８４ （略） （略） （略）   ８４ （略） （略） （略）  

 ８５ 令第１３７条の

１２第６項の規 

既存建築物

の敷地と道 

１件につき 

28,000円 
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  定に基づく既存

の建築物に対す

る制限の緩和に

係る認定の申請

に対する審査 

路との関係

の制限の緩

和に係る認

定申請手数

料 

        

 ８６ 令第１３７条の

１２第７項の規

定に基づく既存

の建築物に対す

る制限の緩和に

係る認定の申請

に対する審査 

既存建築物

の道路内の

建築制限の

緩和に係る

認定申請手

数料 

１件につき 

28,000円 

       

 ８７ （略） （略） （略）   ８５ （略） （略） （略）  

  ⒄ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号。以下この号において「法」という。）関係 

  ⒄ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １～５ （略） （略） （略）   １～５ （略） （略） （略）  

 ６ 建築物のエネル

ギー消費性能の

向上等に関する 

法律施行規則 

（平成２８年国

土交通省令第５

号）第１１条の

規定に基づく建

築物エネルギー

消費性能確保計

画の変更が軽微

な変更に該当し

ていることの証

明 

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画の変更が

軽微な変更

に該当して

いることの

証明手数料 

建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更が軽微な変更に該当

していることの証明手数料の額

は、次の⑴及び⑵に掲げる区分

に応じて、次に掲げる額 

⑴・⑵ （略） 

  ６ 建築物のエネル

ギー消費性能の

向上に関する法

律施行規則（平

成２８年国土交

通省令第５号）

第１１条の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能確保計画の

変更が軽微な変

更に該当してい

ることの証明 

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画の変更が

軽微な変更

に該当して

いることの

証明手数料 

建築物エネルギー消費性能確保

計画の変更が軽微な変更に該当

していることの証明手数料の額

は、次の⑴及び⑵に掲げる区分

に応じて、次に掲げる額 

⑴・⑵ （略） 
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 備考  備考 

  １～５ （略）   １～５ （略） 

  ６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成

２８年政令第８号）第４条第１項に規定する内部に間仕切壁又は戸

を有しない階又はその一部であつて、その床面積に対する常時外気

に開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるも

のに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当

該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。 

  ６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成２

８年政令第８号）第４条第１項に規定する内部に間仕切壁又は戸を

有しない階又はその一部であつて、その床面積に対する常時外気に

開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるもの

に該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該

部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。 

  ７～１２ （略）   ７～１２ （略） 

  ⒅ （略）   ⒅ （略） 
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   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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第６９号議案 

 

 

     八王子市老人憩の家の指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり八王子市老人憩の家の指定管理者を指定するにつき、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日 

 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫   

 

 

 

                 記 

 

１ 施設の名称  八王子市恩方老人憩の家 

２ 指定管理者  八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 

３ 指 定 期 間  令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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第７０号議案 

 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

 

下記のとおり包括外部監査契約を締結するにつき、地方自治法第２５２条の 

３６第１項の規定により議決を求める。 

 

 

令和６年２月２２日 

 

 

提出者  八王子市長 初 宿 和 夫 

 

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 期 間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

３ 契 約 の 金 額  ９９１万６，６５０円を上限とする額 

４ 契約の相手方  住所  

氏名 木 下 政 昭 

資格 公認会計士 
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